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要
約　

日
本
語
が
漢
字
を
借
用
し
て
言
葉
を
記
録
す
る
過
程
に
お
い
て
、
少
な
か

ら
ず
語
義
も
ま
た
同
時
に
借
り
ら
れ
る
現
象
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
高
麗
半
島
か

ら
東
瀛
扶
桑
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
上
の
国
名
か
ら
関
係
す
る
官
職
の

固
有
名
詞
に
漢
字
を
用
い
る
場
合
、
漢
魏
六
朝
時
代
の
歴
史
家
が
用
い
た
「
記
音

文
字
」
が
伝
わ
っ
て
用
い
ら
れ
、
受
容
さ
れ
た
。

《
後
漢
書
》《
三
国
志
》
と
い
っ
た
史
書
の
固
有
名
詞
の
記
述
は
、
す
べ
て
当
時

の
そ
の
地
方
の
言
語
体
系
と
同
じ
か
近
い
音
の
漢
字
単
語
を
（
語
義
に
か
か
わ
ら

ず
）
対
応
さ
せ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
中
国
の
歴
史
地
理
研

究
者
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
に
ひ
と
し
い
。

〝
和
〞
の
音he

は
古
く
は
匣
母
歌
部
に
属
す
る
。
日
本
語
で
は
〝
和
〞
はw

a

即
ち
「
わ
」
と
読
み
、音
節
は
蛙
娃

字
組
で
、古
音
は
影
母
之
部
に
属
し
、〝
委
〞

即
ち
〝
倭
〞w

o

の
字
だ
け
は
古
音
は
影
母
微
部
で
、
同
じ
く
影
母
に
属
し
て
関

連
し
て
お
り
、
適
合
す
る
。
漢
代
北
方
方
言
に
基
づ
い
て
漢
字
で
日
本
語
の
音
節

を
表
記
す
る
こ
と
考
え
る
と
、
既
成
の
〝
和
〞
字
は
捨
て
ざ
る
を
得
ず
、
委
婉
円

転
の
〝
委
〞
つ
ま
り
〝
倭
〞
字
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
漢
語
の
擬
音
と
し
て
、

{w
o̶

w
a}

の
構
造
が
考
え
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

邪
馬
臺
／
邪
馬
壹　

帯
方
郡　

倭
人
国　

徐
福
刻
石　

漢
印
委
奴

国
王　

漢
字
記
音

一
衣
帯
水
な
地
理
的
位
置
関
係
か
ら
、
中
国
・
日
本
・
韓
国
は
漢
字
文
化
圏
の

中
心
地
を
成
し
て
い
る
。
漢
字
は
山
東
半
島
―
高
麗
半
島
―
九
州
博
多
湾
と
海
上

を
東
漸
し
、
歴
史
上
最
古
の
言
語
文
化
を
越
え
た
交
流
媒
体
と
な
り
、
各
地
で
広

く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
海
上
交
易
文
化
の
通
り
道
に
は
、
各
国
の
固

有
名
詞
の
よ
う
に
、
漢
字
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
き
た
特
定
の
〝
語
言
天
地
〞
が

あ
る
。

た
と
え
ば
、
狗
邪
韓
国
（
日
本
語
で
は
「
く
や
か
ん
こ
く
」）、
対
馬
国
、
投
馬

国
、
斯
馬
国
、
已
百
支
国
、
伊
邪
国
、
都
支
国
、
弥
奴
国
、
好
古
都
国
、
不
呼
国
、

姐
奴
国
、
対
蘇
国
、
蘇
奴
国
、
呼
邑
国
、
華
奴
蘇
奴
国
、
鬼
国
、
為
吾
国
、
鬼
奴
国
、

邪
馬
国
、
躬
臣
国
、
巴
利
国
、
支
惟
国
、
烏
奴
国
、
奴
国
、
狗
奴
国
、
伊
都
国
、

不
弥
国
、
末
盧
国
、
邪
馬
臺
／
邪
馬
壹
、
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
卑
弥
呼
（
ひ
み
こ
）
の
よ
う
な
国
王
の
称
号
や
、
そ
の
他
の
官
職
名
も

卑
狗
、
卑
奴
母
離
、
爾
支
、
泄
謨
觚
、
柄
渠
觚
、

馬
觚
、
多
模
、
弥
弥
、
弥
弥

世
界
の
漢
字
研
究

〝
邪
馬
臺
〞
か
、
そ
れ
と
も
〝
邪
馬
壹
〞
か
？

―
漢
字
の
海
上
伝
播
の
道
筋
と
言
語
文
化
を
越
え
た
漢
字
の
歴
史
考
古
学
問
題
を
考
え
る

―

臧　
　
　
　
　

克　
　

和



〝
邪
馬
臺
〞
か
、
そ
れ
と
も
〝
邪
馬
壹
〞
か
？

一
〇
四

那
利
、
伊
支
馬
、
弥
馬
升
、
弥
馬
獲
支
、
奴
佳

、
狗
古
智
卑
狗
な
ど
が
あ
る
。

そ
の
な
か
で
、
漢
字
で
書
く
と
い
う
こ
と
は
言
語
を
越
え
た
表
記
で
ど
の
よ
う

な
役
割
を
発
揮
し
、
背
景
と
な
る
知
識
の
受
容
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
。
こ

う
し
た
地
理
的
座
標
の
実
際
の
位
置
は
ど
う
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
な
の
か
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
漢
字
を
用
い
て
記
録
さ
れ
て
き
た
地
名
は
異
な
る
言
語
環
境

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
読
解
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。現
在
に
至
る
ま
で
、諸
説
様
々

に
存
在
し
て
い
る
。
中
日
韓
の
三
国
間
は
言
う
に
及
ば
ず
、
各
国
内
の
研
究
者
の

あ
い
だ
で
も
、
共
通
認
識
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
。
海
上
地
図
が
使
わ
れ
た
時

代
は
文
字
よ
り
も
遅
く
、三
国
間
の
海
上
交
易
文
化
の
中
継
点
で
あ
る
〝
帯
方
郡
〞

の
よ
う
な
古
い
地
名
で
も
、
そ
の
実
際
の
位
置
に
つ
い
て
は
い
ま
で
も
各
国
の
研

究
者
そ
れ
ぞ
れ
に
主
張
が
あ
り
、
定
説
が
な
い
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
本
質
的
に

は
漢
字
の
海
上
伝
播
や
ど
の
よ
う
な
原
則
に
従
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
及

ぶ
。
い
ま
、
非
常
に
限
ら
れ
た
調
査
結
果
か
ら
、
本
稿
の
お
お
ま
か
な
結
論
は
、

日
本
語
が
漢
字
を
借
用
し
て
言
葉
を
記
録
す
る
過
程
に
お
い
て
、
少
な
か
ら
ず
語

義
も
ま
た
同
時
に
借
り
ら
れ
る
現
象
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
高
麗
半
島
か
ら
東
瀛

扶
桑
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
上
の
国
名
か
ら
関
係
す
る
官
職
の
固
有
名

詞
に
漢
字
を
用
い
る
場
合
、
漢
魏
六
朝
時
代
の
歴
史
家
が
用
い
た
「
記
音
文
字
」

が
伝
わ
っ
て
用
い
ら
れ
、
受
容
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
関
係
領
域
の
専
門
家
の
国
際
的
共
同
調
査
・
研
究
・

討
論
が
必
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
考
察
す
る
い
く
つ
か
は
、
高
説
を
待

つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
す
で
に
日
本
の
テ
レ
ビ
東
京
の
関
連
番
組
で

立
川
修
史
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
現
場
訪
問
の
際
に
記
者
に
答
え
た
も
の
が
あ
る
（
テ

レ
ビ
東
京
、2019

年
5
月
10
日
放
送
、
文
化
考
古
番
組
、
一
部
引
用
す
る
）。

一　
〝
邪
馬
臺
〞
か
、
そ
れ
と
も
〝
邪
馬
壹
〞
？

―
史
書
に
見
え
る
二
種
の
異
文
は
歴
史
地
理
考
古
学
の
結

論
に
影
響
を
与
え
る
の
か

問
1
：《
三
国
志
·
魏
志
·
倭
人
伝
》
を
読
ん
で
、
臧
教
授
は
〝
邪
馬
臺
国
〞

は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？

答
：
九
州
地
区
で
す
。
九
州
島
の
具
体
的
に
ど
こ
か
は
、
確
定
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん（

1
）。

問
2
：
な
ぜ
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
の
か
、
三
つ
根
拠
を
教
え
て
下
さ
い
。
特

に
漢
字
の
視
点
か
ら
理
由
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

答
：
1　
《
三
国
志
·
魏
志
·
倭
人
伝
》
で
は
帯
方
郡
か
ら
「
万
二
千
余
里
」

（
こ
の
距
離
の
単
位
〝
里
〞
は
も
ち
ろ
ん
三
国
魏
朝
の
里
で
、
1
里=

76

ｍ
）
と

あ
り
、
こ
こ
か
ら
九
州
北
部
に
あ
る
と
分
か
り
ま
す
。

《
倭
人
伝
》〝
自
郡
至
女
王
國
萬
二
千
餘
里
〞
の
中
の
〝
自
郡
〞
の
地
点
は
、

す
べ
て
〝
従
帯
方
郡
〞
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
理
座
標
は
非
常
に
重
要

で
、
後
ほ
ど
漢
字
歴
史
年
代
学
の
視
点
か
ら
取
り
上
げ
ま
す
。

2　
《
三
国
志
・
魏
志
・
倭
人
伝
》
の
末
盧
国
、
伊
都
国
、
奴
国
、
不
弥
国

等
は
九
州
北
部
に
の
み
現
れ
ま
す
。
も
し
、
邪
馬
壹
国
が
近
畿
に
あ
っ
た
の
で
あ

れ
ば
、
近
畿
の
首
都
附
近
に
も
こ
う
し
た
地
名
が
現
れ
る
は
ず
で
す
。

3　
《
三
国
志
・
魏
志
・
倭
人
伝
》
の
邪
馬
壹
国
の
記
述
に
鑑
み
て
、
漢
鏡
・

絹
は
九
州
北
部
か
ら
最
も
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
。
近
畿
地
区
で
は
こ
う
し
た
弥

生
時
代
の
出
土
品
は
ほ
と
ん
ど
出
て
い
ま
せ
ん
。
勢
力
が
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
示

す
鉄
器
の
出
土
も
、
近
畿
地
区
よ
り
多
い
の
で
す
。
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五
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上
述
の
よ
う
な
見
方
は
、
張
莉
教
授
と
出
野
先
生
の
説
に
基
づ
き
ま
す（

2
）。

九
州
に
は
博
多
湾
が
あ
り
、
近
く
に
は
志
賀
島
が
あ
り
、
島
か
ら
は
漢
代
の

金
印
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
文
字
学
か
ら
考
え
て
、あ
と
で
述
べ
る 〝
帯
方
郡
〞〝
邪

馬
壹
〞
な
ど
の
地
名
、〝
漢
委
奴
国
王
〞
の
漢
印
文
字
の
考
証
を
解
説
と
関
係
が

あ
り
ま
す
。

問
3
：
張
莉
教
授
の
論
文
で
、〝
邪
馬
〞（yam

a

）
は
縄
文
時
代
の
北
九
州
の

地
名
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
な
た
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？

答
：{yam

a}

は
日
本
語
で
は
〝
山
〞
の
訓
読
で
、
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

縄
文
時
代
に
は
、｛
山
｝yam

a

、｛
川
｝kaw

a

、｛
澤
｝saw

a

と
い
っ
た
素
朴
な

名
詞
が
地
名
に
な
っ
て
お
り
、
弥
生
時
代
に
細
か
い
区
別
が
付
け
加
え
ら
れ
ま
し

た
。
中
国
古
代
の
地
名
の
命
名
も
、
淮
陰
・
江
陰
・
華
陰
・
蒙
陰
・
岳
陽
・
衡
陽
・

徽
州
・
江
州
な
ど
の
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
高
山
や
大
河
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
張

莉
教
授
の
観
点
は
間
違
い
な
く
根
拠
が
あ
り
ま
す（

3
）。

問
4
：《
三
国
志
·
魏
志
·
倭
人
伝
》
の
〝
壹
〞
と
《
後
漢
書
・
東
夷
伝
》
の
〝
臺
〞、

こ
う
し
た
異
文
は
地
理
考
古
学
上
の
違
い
に
意
味
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？

答
：
張
莉
教
授
と
出
野
正
先
生
の
著
作
で
は
、〝
壹
〞
は
小
篆
の
壺
形
の
中

に
〝
吉
〞
が
あ
り
、
東
方
の
日
出
づ
る
国
と
解
釈
す
る
に
相
応
し
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。〝
臺
〞
の
上
部
に
も
〝
吉
〞
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
現
代
の
字
体
で
、

小
篆
の
よ
う
な
古
文
字
で
は
〝
臺
〞
の
上
部
は
吉
で
は
あ
り
ま
せ
ん（

4
）。

字
の
下

部
は
声
符
の
〝
至
〞
で
、
室
屋
臺
な
ど
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
い
ず
れ
も
〝
至
〞

か
ら
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
臺
は
《
説
文
》
に
は
〝
観
四
方
而
高
者

从
至
从
之
从
高
省
〞
と
あ
り
ま
す
。

正
史
の
文
章
の
書
か
れ
た
時
代
か
ら
み
る
と
、《
三
国
志
》
は
壹
字
で
書
か
れ

た
最
も
早
い
も
の
で
、
晋
人
陳
寿
の
撰
で
す
。《
後
漢
書
》
は
臺
に
作
り
、
遅
い

部
類
で
、
南
朝
宋
代
の
范
曄
の
撰
で
す
。
文
献
学
上
の
問
題
か
ら
は
、
ふ
た
つ
の

重
要
な
正
史
《
後
漢
書
》
と
《
三
国
志
》
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
歴
史
文
献
は

ど
れ
も
書
か
れ
た
当
時
の
本
文
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
漢
字
伝
播

年
代
の
関
係
か
ら
、
関
連
の
あ
る
も
の
を
筆
者
の
浅
い
考
え
で
述
べ
ま
す
が
、
関

心
を
持
つ
専
門
家
の
解
釈
と
補
足
を
願
い
ま
す
。

1　

歴
代
字
書
の
壹
部
・
壺
部
・
至
部
で
は
、｛
壹
―
臺
｝
の
構
造
と
字
義

の
分
析
、
字
形
・
字
義
・
字
音
な
ど
の
属
性
は
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
り
、
相
互
に
通
用

し
た
り
、
混
用
し
た
り
す
る
可
能
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
末
の
参
考
文
献
の
関
係

字
書
の
項
目
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

2　

同
時
代
の
出
土
文
献
の
実
際
の
使
用
文
字
、
秦
漢
時
代
の
出
土
資
料
は

当
時
書
か
れ
た
〝
壹
〞〝
臺
〞
字
の
実
際
の
使
用
状
況
は
、末
尾
の
参
考
文
献
《
秦

漢
字
六
朝
字
譜
》
卷
10
〝
壹
部
〞
を
参
照
し
て
下
さ
い
。
そ
れ
ら
の
出
土
資
料
で

実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
文
字
の
観
察
か
ら
考
察
す
る
と
、
当
時
混
淆
さ
れ
て
い
た

形
跡
は
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん（

5
）。

3　

漢
字
が
伝
播
し
使
わ
れ
た
実
例
か
ら
見
て
、
地
域
や
国
名
を
記
録
す
る

習
慣
と
し
て
、
当
時
の
そ
の
地
方
の
発
音
を
用
い
、
認
識
関
係
を
作
っ
て
い
ま
し

た
。
次
に
、
関
わ
り
の
あ
る
記
音
歴
史
資
料
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

歴
史
上
で
、
後
漢
・
三
国
の
使
者
・
通
訳
は
漢
字
を
用
い
て
高
句
麗
（
高
麗
、

こ
う
ら
い
）・
扶
桑
（
ふ
じ
さ
ん
）
の
類
を
記
録
し
、
こ
れ
は
記
音
、
つ
ま
り
音

読
方
式
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
邪
馬
臺
／
邪
馬
壹
も
、
漢
字
認
識
の
関
連
で
記
録

す
る
こ
と
は
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〝
邪
馬
〞
は
や
ま
と
と
音
読
し
、
現
代
の

日
本
語
中
で
も
、
や
ま
は
〝
山
〞
の
訓
読
で
す（

6
）。

こ
う
し
て
み
る
と
、〝
邪
馬
壹
〞



〝
邪
馬
臺
〞
か
、
そ
れ
と
も
〝
邪
馬
壹
〞
か
？

一
〇
六

（
や
ま
あ
い
）
即
ち
〝
山
間
の
国
〞
と
い
う
の
は
、
歴
史
地
理
環
境
に
適
合
す
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

《
後
漢
書
・
東
夷
伝
》
は
邪
馬
臺
と
記
載
し
、王
先
謙
の
《
集
解
》
は
〝
或
作
堆
，

堆
推
音
転
〞
と
し
て
お
り
、
歴
史
上
の
中
国
学
者
は
専
門
家
で
あ
っ
て
も
、
漢
字

が
異
な
る
言
語
地
域
で
使
わ
れ
る
関
係
性
に
詳
し
く
な
か
っ
た
り
、
借
用
し
た
地

域
の
実
際
の
発
音
が
分
か
ら
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
た
だ
〝
古
音
音
転
〞
の
説
に

頼
り
、
群
盲
象
を
評
す
に
異
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

当
時
、
一
地
二
名
（
音
）
と
い
う
現
象
は
実
際
に
あ
り
、《
三
国
志
·
魏
志
·

倭
人
伝
》
が
〝
邪
馬
壹
〞
と
作
る
の
は
、
そ
れ
を
記
録
す
る
う
ち
の
ひ
と
つ
の
読

み
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。

二
字
の
形
が
似
て
い
て
混
淆
し
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら

く
単
純
に
す
ぎ
て
、
う
わ
べ
だ
け
の
解
釈
で
し
ょ
う
。
歴
史
漢
字
音
韻
属
性
か
ら

見
る
と
、

臺
は
、《
広
韵
·
咍
部
》
に
徒
哀
の
切
と
あ
り
、
反
切
下
字
は
哀
を
用
い
、
哀

字
は
口
部
に
属
し
、
衣
声
で
読
み
ま
す
。

艾
は
、《
説
文
·
艸
部
》
に
、〝
艾
，
冰
臺
也
。
从
艸
乂
声
。〞
と
あ
り
、
大
徐

本
は
五
盖
切
と
読
ん
で
い
ま
す
。

も
し
、
釈
義
的
な
観
察
を
す
る
な
ら
、《
説
文
解
字
》
の
注
釈
は
め
っ
た
に
見

ら
れ
ま
せ
ん
。
音
に
よ
る
な
ら
、
伝
統
的
な
訓
詁
学
で
は
于
声
に
属
し
、
冰
は
凝

の
よ
う
に
読
み
、
凝
字
の
構
造
は
衆
に
従
い
疑
声
で
す
。〝
艾
〞
は
乂
と
も
読
み
、

ま
た
〝
臺
〞
と
も
読
み
ま
す
。〝
台
〞
符
に
従
っ
て
読
む
音
を
漢
字
で
記
録
し
た

も
の
で
は
、〝
苔
〞
の
音
や
〝
怡
〞
の
読
み
も
あ
り
ま
す
。

乂
は
、
大
徐
本
の
反
切
注
音
は
魚
廃
切
で
、《
玉
篇
》
本
部
も
同
じ
く
、《
篆
隷

万
象
名
義
》
本
部
は
〝
乂
，
魚
穢
反
。
治
也
。
数
也
。
養
也
。
央
也
。
長
也
。
息

絶
也
。〞
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
乂
を
以
て
声
符
と
す
る
構
造
の
漢
字
〝
艾
〞

はai

と
読
み
、
同
様
に
乂
を
以
て
声
符
と
す
る
〝
刈
〞
はyi

と
読
み
ま
す
。

《
史
記
・
項
羽
本
紀
》
に
〝
陳
嬰
為
楚
上
柱
国
，
封
五
県
，
与
懐
王
都

臺
〞

と
あ
り
、王
先
謙
《
集
解
》
は
「
鄭
玄
曰
音
煦
怡
。」、《
正
義
》
は
「

，况
于
反
；

，以
之
反
。

，今
楚
州
临
淮
水
，
怀
王
都
之
。」、《
史
記
会
注
考
証
》
は
「

臺
，安
徽
泗
州

県
東
北
」
と
し
、そ
の
な
か
で
東
漢
鄭
玄
が
〝

臺
〞
に
｛
煦

怡
｝
と
音
注
を
つ
け
て
い
る
の
を
引
い
て
お
り
、
漢
代
に
使
わ
れ
て
い
た
〝
臺
〞

字
は
当
時
、
地
名
を
記
録
す
る
際
に
｛
怡
｝
と
読
ん
で
い
た
の
で
す
。

臺
は
、
韓
国
・
韓
語
圏
で
は
音
が
ふ
た
つ
あ
り
、
い
ま
で
も
《
新
字
典
》
に
は

dai

と
い
う
読
み
と
、yi

と
い
う
読
み
が
あ
り
ま
す
。
南
原
地
区
で
は
現
代
で
も

yi

の
読
み
を
残
し
て
い
ま
す
。

《
三
国
志
》
が
壹
に
作
り
、《
後
漢
書
》
が
《
三
国
志
》
よ
り
も
あ
と
に
臺
或
い

は
堆
と
作
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
記
録
し
た
当
時
の
そ
の
地
方
の
発
音
そ
の
ま
ま
を

記
録
し
た
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
異
文
が
生
ま
れ
る
に
は
、
各
地
位
・

各
時
代
区
分
の
言
語
音
値
の
関
係
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。《
後
漢

書
》
が
〝
臺
〞
或
い
は
〝
堆
〞
と
記
録
す
る
の
は
、お
そ
ら
く
は
邪
馬
国
の
〝
和
〞

の
日
本
語
訓
読
や
ま
と
の
「
と
」
音
が
影
響
し
て
、
漢
字
の
〝
臺
〞（
日
本
語
で

は
「
だ
い
」）
或
い
は
〝
堆
〞（
日
本
語
で
は
「
た
い
」）
で
記
録
さ
れ
て
き
た
の

で
し
ょ
う
。《
三
国
志
》
が
〝
壹
〞
に
作
る
の
は
、
帯
方
郡
の
通
訳
が
邪
馬
国
を

yi

の
音
で
読
ん
だ
こ
と
が
影
響
し
て
記
録
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

《
後
漢
書
》《
三
国
志
》
の
歴
史
固
有
名
詞
の
記
載
は
、
い
ず
れ
も
当
時
の
そ
の

地
方
の
言
語
体
系
の
な
か
で
同
じ
音
、
あ
る
い
は
近
い
音
の
漢
字
単
語
を
（
字
義



一
〇
七

漢
字
學
硏
究　

第
八
號

に
か
か
わ
ら
ず
。
日
本
語
で
も
少
な
か
ら
ず
漢
字
を
用
い
て
記
録
し
語
義
も
あ
わ

せ
て
借
り
る
こ
と
が
あ
る
）
用
い
て
対
応
さ
せ
た
も
の
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
現

象
は
、
中
国
の
歴
史
地
理
研
究
者
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

二　
〝
帯
方
郡
〞
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
？

問
：《
魏
志
·
倭
人
伝
》
で
は
、
邪
馬
台
国
へ
の
距
離
数
だ
け
が
あ
り
、
突
然

旅
程
日
数
の
記
述
が
始
ま
り
ま
す
が
、
臧
教
授
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
?

答
：
管
見
で
は
、
日
本
の
学
者
が
影
響
し
て
い
る
観
点
の
ひ
と
つ
で
、
帯
方
郡

か
ら
邪
馬
壹
国
ま
で
は
、
帯
方
郡
か
ら
短
距
離
の
航
路
、
そ
れ
か
ら
韓
国
半
島
を

陸
路
で
通
っ
て
狗
邪
韓
国
に
至
り
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
日
本
列
島
へ
と
至
る
と
い

う
も
の
で
す（

7
）。

出
野
正
先
生
は
こ
の
考
え
方
に
は
誤
り
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す（

8
）。

《
三
国
志
·
魏
志
·
倭
人
伝
》
の
原
文
は
、〝
水
行
十
日
陸
行
一
月
。〞
で
す
。

出
野
正
先
生
は
〝
×
×
里
〞
と
い
う
距
離
は
中
国
側
か
ら
の
距
離
計
算
で
、
日
数

が
邪
馬
壹
国
人
側
か
ら
の
距
離
計
算
と
し
て
い
ま
す
。
当
時
、
日
本
列
島
で
距
離

を
測
る
の
に
、
日
数
を
用
い
た
の
で
す
。
も
し
、
古
田
氏
の
学
説
（
朝
鮮
半
島
陸

行
説
）
が
正
確
で
あ
れ
ば
、
そ
の
旅
程
は
〝
陸
行
一
月
水
行
十
日
〞
と
な
る
は
ず

で
、〝
水
行
十
日
陸
行
一
月
〞
は
邪
馬
壹
国
を
起
点
と
し
た
、
邪
馬
壹
国
の
使
者

が
日
本
列
島
か
ら
帯
方
郡
に
至
る
行
程
と
な
り
ま
す
。

私
は
、
出
野
先
生
の
《
倭
人
と
は
な
に
か
》
の
考
え
方
の
方
が
、
客
観
的
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。

問
：
も
し
1
里434

ｍ
と
す
る
と
、
沖
縄
の
海
中
に
進
ん
で
し
ま
い
ま
す
が
、

臧
教
授
は
こ
の
矛
盾
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？

答
：《
周
髀
算
経
》
の
〝
一
寸
千
里
之
法
〞
の
測
り
方
に
基
づ
く
と
、
周
代
の

1
里
＝
76－

77
ｍ
と
い
う
〝
短
里
〞
単
位
に
な
り
ま
す
。
魏
国
は
周
の
里
数
を
長

度
単
位
と
し
て
採
用
し
て
お
り
、《
魏
志
·
倭
人
伝
》
で
は
韓
国
・
日
本
列
島
の

記
述
は
〝
短
里
〞
と
な
り
ま
す
。《
魏
志
·
倭
人
伝
》
の
狗
邪
韓
国
か
ら
対
馬
国

に
至
る
一
千
余
里
、
対
馬
国
か
ら
一
大
国
の
間
の
一
千
余
里
を
短
里
で
計
算
す
れ

ば
、
現
在
の
距
離
に
近
付
き
ま
す
。

問
：
日
本
で
は
、
邪
馬
台
国
九
州
説
と
近
畿
説
が
長
く
論
争
し
て
い
ま
す
。
近

畿
説
は
、《
魏
志
·
倭
人
伝
》
の
方
位
に
つ
い
て
〝
南
〞
で
は
な
く
〝
東
〞
の
誤

字
と
し
て
い
ま
す
が
、
中
国
古
代
で
こ
の
よ
う
な
間
違
い
は
あ
り
得
る
で
し
ょ
う

か
？答

：
狗
奴
国
は
、
漢
字
を
用
い
て
記
録
さ
れ
、
上
述
し
た
〝
記
音
類
型
〞
に
属

し
ま
す
。〝
狗
奴
〞
は
、日
韓
各
地
のgoli

の
音
に
あ
た
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
〝
高

句
麗
〞
三
字
の
音
読
の
変
化
で
、〝
狗
奴
〞
の
奴
の
異
文
が
留
め
る
語
源
で
し
ょ
う
。

漢
語
史
料
で
は
、
呉
越
春
秋
時
代
の
呉
国
の
〝
呉
〞
は
、
二
音
節
の
〝
勾
呉
〞
と

も
作
り
ま
す（

9
）。

こ
の
国
の
地
理
的
位
置
は
、《
三
国
志
·
魏
志
·
倭
人
伝
》
で
は

邪
馬
壹
国
の
南
、《
後
漢
書
》
で
は
女
王
国
の
東
と
あ
り
ま
す
。《
魏
志
·
倭
人
伝
》

は
中
国
側
の
使
者
の
見
聞
に
基
づ
く
た
め
、
若
干
の
差
異
は
あ
り
ま
す
が
、
記
載

さ
れ
た
方
位
の
〝
南
〞
は
正
確
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
観
察
地
点
の
位
置
を
基
準
と
す
れ
ば
、
異
な
る
方
位
の
差
異
が
生
ま
れ

ま
す
。
帯
方
郡
か
ら
邪
馬
台
を
東
寄
り
と
す
る
と
、
も
し
北
方
の
魏
国
か
ら
見
る



〝
邪
馬
臺
〞
か
、
そ
れ
と
も
〝
邪
馬
壹
〞
か
？

一
〇
八

と
邪
馬
台
の
位
置
は
南
寄
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
帯
方
郡

の
本
当
の
地
理
的
位
置
を
特
定
す
る
こ
と
が
、
漢
字
の
海
上
交
流
の
道
を
討
論
す

る
う
え
で
の
重
要
な
点
な
の
で
す
。

問
：
邪
馬
台
国
は
、
当
時
魏
王
朝
に
と
っ
て
重
要
な
国
家
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
？

答
：
1　

邪
馬
壹
国
の
時
代
、中
国
は
魏
呉
蜀
の
三
国
に
分
裂
し
て
い
ま
し
た
。

237

年
、
呉
国
の
孫
権
は
高
句
麗
と
と
も
に
遼
東
を
襲
お
う
と
し
、
こ
れ
を
聞
い

た
魏
国
は
魏
・
烏
丸
・
鮮
卑
の
軍
を
率
い
て
遼
東
の
南
端
に
駐
屯
し
ま
し
た
。
こ

れ
よ
り
前
、
勢
力
を
朝
鮮
半
島
に
広
げ
て
い
た
公
孫
氏
は
呉
国
と
共
同
体
勢
を

と
っ
て
お
り
、
公
孫
氏
は238

年
に
魏
に
よ
っ
て
滅
亡
し
、239

年
に
邪
馬
壹
国

の
卑
弥
呼
（
日
本
語
の
「
ひ
み
こ
」）
が
魏
国
に
朝
貢
し
ま
し
た
。
魏
朝
は
呉
・

高
句
麗
と
航
路
が
近
い
邪
馬
壹
国
が
呉
国
と
連
合
す
る
の
を
避
け
る
た
め
、
政
治

的
に
邪
馬
壹
国
と
講
和
し
た
の
で
す
。

　
　

2　

魏
朝
は
西
北
か
ら
の
匈
奴
を
抑
え
た
い
と
考
え
て
お
り
、
東
方
の
邪

馬
壹
国
か
ら
の
朝
貢
を
獲
得
す
れ
ば
、
東
西
に
広
大
な
領
域
を
持
つ
こ
と
を
喧
伝

す
る
格
好
の
材
料
と
な
り
ま
す
《
後
漢
書
》
巻
85
に
は
、
倭
国
は
凡
そ
百
余
国
、

漢
に
使
者
を
使
わ
す
も
の
は
30
国
ば
か
り
、
皆
な
王
を
称
す
と
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
地
理
状
況
か
ら
す
る
と
、
柔
遠
能
邇
、
つ
ま
り
遠
方
を
懐
柔
し
て
近
付
け
る
、

魏
国
の
周
辺
四
夷
に
対
す
る
〝
臣
服
戎
羌
，
率
賓
帰
王
〞
と
い
う
基
本
方
針
を
実

行
し
た
の
で
す
。

三　

帯
方
郡
、
邪
馬
臺
、
そ
し
て
倭
奴
国

―
尚
周
里
岩
石
刻
画
と
漢
代
金
印
の
解
読
問
題

1
．
南
海
尚
周
里
岩
石
刻
画
の
解
読

邪
馬
臺
／
邪
馬
壹
倭
人
国
の
地
理
的
距
離
の
問
題
は
、
多
く
の
歴
史
地
理
学
問

題
と
名
称
の
発
生
と
関
係
し
て
い
ま
す
。〝
帯
方
郡
〞
と
い
う
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
座
標
の
問
題
に
お
よ
び
、
こ
の
郡
治
の
具
体
的
な
地
理
的
位
置
を
考
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〝
帯
方
郡
〞
は
高
麗
半
島
に
あ
り
、
管
見
の
限
り
、
日
本
の
研
究
者
の
多
く
は

ソ
ウ
ル
付
近
と
考
え
、
韓
国
の
研
究
者
の
多
く
は
平
壌
付
近
と
考
え
て
い
る
よ
う

で
す
。

上
述
し
た
漢
字
が
文
化
・
言
語
を
越
え
て
伝
播
し
使
用
さ
れ
る
規
則
か
ら
、
筆

者
は
韓
国
古
典
礼
学
会
老
会
長
鄭
景
柱
教
授
を
訪
れ
ま
し
た
。
鄭
教
授
は
、〝
帯

方
郡
〞
は
平
壌
付
近
で
は
な
く
、
ま
た
ソ
ウ
ル
付
近
で
も
な
く
、
全
羅
南
道
南
原

地
区
に
あ
る
と
提
示
し
ま
し
た
。

こ
の
あ
と
で
、
ま
た
日
本
の
テ
レ
ビ
東
京
立
川
修
史
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
メ
ー
ル

し
、
韓
国
漢
字
研
究
所
所
長
河
永
三
教
授
に
書
面
で
教
え
を
請
い
ま
し
た
。
河
先

生
は
漢
字
学
言
語
学
に
通
ず
る
大
家
で
あ
り
、
資
料
図
版
・
文
献
を
添
え
、
非
常

に
詳
し
く
返
答
を
下
さ
い
ま
し
た
。
以
下
で
紹
介
し
ま
す
。

1　

南
原
方
志
の
記
載
か
ら
、
南
原
地
区
に
は
〝
大
邦
〞
と
い
う
旧
名
で
称

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
地
の
道
路
な
ど
の
地
名
に
は
、〝
大
邦
〞
と
関
係
の
あ
る
も

の
が
残
っ
て
い
る
。〝
大
邦
〞
の
読
み
は
、〝
帯
方
〞
の
古
音
を
残
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
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地
理
交
通
路
線
か
ら
見
て
、
漢
朝
魏
国
は
韓
国
南
部
南
原
、
つ
ま
り
帯

方
か
ら
南
海
諸
島
へ
進
み
、
邪
馬
台
に
至
る
と
い
う
の
が
最
も
便
利
な
海
上
交
易

の
道
筋
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
秦
始
皇
遊
覧
・
徐
福
啓
航
の
山
東
膠
東
半
島
琅
邪
台

港
口
へ
の
航
行
も
ま
た
、
格
好
の
海
上
航
路
で
あ
る
。

3

20
世
紀
40
年
代
か
ら
60
年
代
に
か
け
て
、
日
韓
の
国
交
は
通
じ
て
い
な

か
っ
た
。
民
間
貿
易
の
航
路
は
、や
は
り
こ
の
〝
海
上
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
〞
で
あ
っ

た
。

4　

こ
の
〝
海
上
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
〞
か
ら
は
、
古
代
石
刻
が
出
土
し
て
お

り
、
文
字
は
奇
特
で
、
未
だ
に
解
読
さ
れ
て
お
ら
ず
、
も
し
か
す
る
と
秦
代
徐
福

／
徐
巿
が
東
方
へ
渡
っ
た
史
跡
か
も
し
れ
な
い（

10
）。

石
刻
は
い
つ
発
見
さ
れ
た
の

か
？
記
録
に
よ
れ
ば
、1860

年
に
亦
梅
呉
慶
錫
（1831

年
―1879

年
）
が
燕
京

に
持
っ
て
き
た
と
い
う
。
当
時
の
金
石
学
家
何
秋
涛

（1824

年
―1862

年
）
は
〝
徐
巿
起
礼
日
出
〞
と
解
釈

し
た
。
そ
の
後
、
韓
国
の
著
名
な
金
石
学
家
葦
滄
呉
世

昌
（1864

年
―1953

年
）
が
こ
の
刻
石
は
李
斯
小
篆
よ

り
前
の
秦
国
大
篆
で
あ
る
と
し
た（

11
）。

こ
の
刻
石
が
出
土

し
た
地
点
は
、
慶
尚
南
道
南
海
郡
尚
州
面
尚
州
里
で
あ

る
。

石
刻
は
徐
福
と
関
わ
っ
て
お
り
、
古
く
か
ら
伝
説

が
あ
る
。
何
秋
涛
が
〝
徐
巿
起
礼
日
出
〞
と
解
釈
し
て

か
ら
の
ち
、
一
般
的
に
は
〝
徐
福
過
此
〞
石
刻
と
呼
ば

れ
て
い
る
。

石
刻
と
帯
方
郡
の
関
係
で
あ
る
が
、
帯
方
郡
は
南

原
に
あ
り
、
こ
こ
か
ら
蟾
津
江
に
沿
っ
て
い
く
と
直
接
南
海
（
こ
の
刻
石
は
南
海

に
あ
る
）
に
着
き
、
こ
こ
か
ら
日
本
に
向
か
う
の
が
最
短
ル
ー
ト
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
ま
た
、
石
刻
で
最
も
重
要
な
の
は
、〝
徐
巿
〞
と
い
う
二
字
が
記
録
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

5　
〝
南
原
〞
は
韓
国
全
羅
南
道
に
あ
り
、〝
大
邦
〞
は
す
な
わ
ち
帯
方
で
あ

る
。
こ
の
邪
馬
台
へ
の
路
上
で
発
見
さ
れ
た
文
物
は
、
貿
易
商
人
が
も
た
ら
し
た

も
の
で
、
こ
の
地
で
製
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

韓
国
の
研
究
者
か
ら
中
国
の
金
石
学
家
に
至
る
ま
で
、
未
だ
に
〝
定
位
〞
つ
ま

り
具
体
的
な
字
形
図
像
を
提
示
し
て
い
な
い
。
次
に
、
私
個
人
の
拙
い
意
見
で
は

あ
る
が
、
先
入
為
主
〞
で
敢
え
て
推
論
を
述
べ
た
い
。
歴
史
地
理
考
古
学
の
専
門

家
の
批
判
を
待
つ
。

石
刻
図
像
の
解
読
は
、
主
と
し
て
四
字
に
分
け
ら
れ
、
四
字
は
並
ん
で
お
り
、

右
か
ら
左
に
読
む
。

右
1
は　

  

形
で
、〝
余
〞
字
の
省
略
形
で
、《
説
文
·
邑
部
》
に
は
〝

（　
　

金
文　

　

漢
印
），
地
名
，
从
邑
舍
声
〞。
金
文
お
よ
び
戦
国
楚
簡
で
は
舍

字
は
从
口
余
声
の
構
造
で
、
戦
国
文
字
の
出
土
資
料
で
は
郭
店
楚
簡
の
舒
は
に

作
り
、
从
口
余
声
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
。《
説
文
·
八
部
》
巻
二
に
は
、〝

（　
　

甲　
　

骨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

金
文

   

　
　
　

   　
　
　
　

简
帛　

    
  

古
璽　

   

古
陶　

漢
印
）
語
之
舒

也
。
从
八
，
舍
省
聲
。
以
諸
切
。〞
と
あ
り
、
徐
福
或
い
は
徐
巿
の
姓
氏
は
、
地

名
の
𨛭
に
由
来
し
、
余
と
も
名
付
け
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
古
印
陶
封
泥
に
は

  

形
が
あ
り
、
こ
れ
も
秦
漢
時
期
の
古
文
で
从
辵
从
余
の
構
造
を
な
し
、〝
途
〞

字
で
あ
る
。〝
余
〞
の
声
符
は
、
石
刻
の
画
符

に
近
い
形
で
あ
る
。
途
涂
徐
舒

 骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨

  

 
   

 
   

 



〝
邪
馬
臺
〞
か
、
そ
れ
と
も
〝
邪
馬
壹
〞
か
？

一
一
〇

舍
と
い
っ
た
字
は
、
ど
れ
も
余
に
従
っ
て
声
を
得
て
お
り
、
ま
た
ど
れ
も
姓
氏
に

使
わ
れ
る
文
字
で
あ
る（

12
）。

右
2
は

  

形
で
、芾
形
の
声
符
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、巿
で
あ
る
。
巿
は
、

《
説
文
·
巿
部
》
に
〝
揯
，

也
。
上
古
衣
蔽
前
而
已
，
巿
以
象
之
。
天
子
朱
巿
，

諸
矦
赤
巿
，
大
夫

衡
。
從
巾
，
象
連
帯
之
形
。〞
と
あ
り
、
大
徐
本
本
部
注
音

で
は
分
勿
の
切
と
し
て
い
る
。《
玉
篇
·
巿
部
》
も
同
様
で
、〝
巿
，
甫
勿
切
。

也
。
亦
作

。〞と
あ
る
。
日
本
の
高
僧
空
海
大
師
撰
の《
篆
隶
万
象
名
義
·
巿
部
》

は
、〝
巿
，
補
物
反
。

也
。

也
。〞
と
古
い
読
み
を
残
し
て
い
る（

13
）。

も
し
字

形
の
認
識
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
巿
字
も
ま
た
帯
方
郡
の
当
時
の
記
録

で
〝
徐
福
〞
字
を
音
読
し
て
記
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
出
土
資
料
の
家
譜
文
献

中
で
は
、〝
徐
福
〞
を
〝
徐
巿
〞
と
書
い
て
い
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る（

14
）。

右
3
は

   

形
で
、こ
れ
は
金
石
学
家
が
解
釈
す
る
〝
起
〞
字
形
だ
ろ
う
か
？

分
析
す
る
根
拠
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
論
を
置
い
て
お
く
。

左
1
は
〝
起
〞
の
隣
の

字
で
あ
る
。〝
起
日
〞
字
と
い
う
解
釈
は
信
頼
で

き
る
が
、
明
確
に
は
指
摘
出
来
な
い
。

つ
ま
り
、
石
刻
は
秦
漢
時
期
に
使
わ
れ
て
い
た
篆
文  

  
す
な
わ
ち
余

巿
の
二
文
が
記
載
さ
れ
、
こ
れ
は
後
の
文
献
に
見
え
る
〝
徐
巿
〞
つ
ま
り
徐
福
で

あ
る
。
余
は
迂
、
つ
ま
り
徐
姓
で
あ
り
、
地
方
の
地
名
が
由
来
で
、
元
々
は
地
名

で
あ
っ
た
。

6　
〝
馬
山
〞
は
ど
こ
に
あ
っ
て
、
漢
字
二
字
で
ど
う
表
記
す
る
の
か
？

〝
馬
山
〞
は
韓
国
慶
尚
南
道
に
あ
り
、
現
在
は
〝
昌
原
市
〞
に
改
名
さ
れ
て

い
る
。〝
参
考
文
献
〞
附
図
で
位
置
を
参
照
す
る
。

2
．
邪
馬
臺

1　
《
後
漢
書
》
記
載
の
邪
馬
臺
に
つ
い
て
、王
先
謙
《
集
解
》
が
〝
或
作
堆
，

堆
推
音
転
〞
と
し
、《
三
国
志
·
魏
志
·
倭
人
伝
》
が
邪
馬
壹
に
作
る
の
は
、
ひ

と
つ
の
地
名
に
対
し
て
二
音
あ
る
う
ち
の
ひ
と
つ
の
読
み
に
す
ぎ
な
い
（
前
述
）。

〝
邪
〞
の
字
に
至
っ
て
は
、
邑
に
従
う
構
造
で
、
古
代
の
地
名
に
用
い
ら
れ
た
字

で
あ
る
。
唐
代
の
顔
真
卿
が
書
写
し
た
《
千
福
寺
多
宝
塔
感
応
碑
文
》
で
は
、
自

ら
の
出
身
地
を
〝
琅
邪
〞
と
し
て
お
り
、
邪
字
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
参
考

文
献
附
図
を
参
照
さ
れ
た
い
。

2　

二
字
の
字
体
が
似
て
い
る
こ
と
に
よ
る
混
淆
と
い
う
説
は
、
表
面
的
で

あ
る

臺
は
韓
国
語
で
は
読
み
が
二
音
あ
り
、《
新
字
典
》
に
はdai

と
い
う
読
み

とyi

と
い
う
読
み
が
あ
る
。
南
原
方
言
で
は
、
そ
の
う
ちyi

音
の
読
み
が
残
っ

て
い
る
。

《
後
漢
書
》
は
《
三
国
志
》
よ
り
も
遅
く
、《
三
国
志
》
が
壹
に
作
る
の
は
、

同
様
に
当
時
の
そ
の
地
方
の
発
音
を
記
録
し
た
か
ら
で
あ
る
。

通
例
か
ら
し
て
、《
後
漢
書
》《
三
国
志
》
や
そ
れ
以
降
の
史
書
の
記
載
は
、

当
時
の
そ
の
地
方
の
言
語
体
系
の
音
と
同
じ
、
或
い
は
近
い
音
の
漢
字
を
（
語
義

に
か
か
わ
ら
ず
）
対
応
さ
せ
て
記
録
し
て
い
る
。

3
．
委
奴
囯

1　

委
は
禾
か
ら
名
付
け
ら
れ
、
読
み
は
和
で
あ
る
。
秦
漢
六
朝
時
期
、
出

土
文
献
で
実
際
に
〝
委
〞
字
を
使
用
し
て
い
る
。

《
説
文
》
に
は
〝
燽
，
委
隨
也
。
从
女
从
禾
。〞
と
あ
り
、《
秦
漢
六
朝
字
譜
》

〝
委
〞
字
に
は
、〝

睡
·
效
律49  

  

里
·
第
八
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〇
宜
委

  

馬
壹
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下

張
·
徭
律412

〇
送
事
委
輸

　

銀
貳1243

敦
煌
簡0006A

〇
與
候
長
相
委
也　

武
·
甲
《
有
司
》44

〇
委
于
西
階

東
牌
樓072

正

廿
世
紀
璽
印
三

  

漢
晉
南
北
朝
印
風　

漢
印
文
字
徵

  

漢
印
文
字
徵　

漢
印
文

字
徵　

漢
晉
南
北
朝
印
風
〞
と
あ
る
。

時
代
が
明
確
な
当
時
書
か
れ
た
資
料
で
あ
る
〝
共
時
性
文
献
〞
は
出
土
石
刻

の
よ
う
に
北
朝
時
期
に
〝
倭
〞
字
の
用
例
が
ふ
た
つ
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
う

ち
の
ひ
と
つ
は
連
綿
詞
で
あ
る
。

①
東
魏
武
定
8
年
《
蕭
正
表
墓
志
》：
特
征
為
侍
中
，県
侯
如
故
。
倭
迤
禁
闥
，

出
内
秘
言
。
庠
序
朝
端
，
万
夫
傾
首
。

其
二
記
录
人
名
：

②
北
魏
太
昌
元
年
《
樊
奴
子
造
像
記
》：
世
祖
樊
坦
，
坦
生
奪
，
奪
生
世
，

世
生
雷
，
雷
生
倭
，
倭
生
囗
。
佛
弟
子
樊
奴
子
為
囗
一
軀
。

隋
唐
時
期
に
は
、唐
石
経
1
例
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
現
存
す
る
《
後
漢
書
》

《
三
国
志
》
史
部
の
記
載
は
、
早
期
の
版
本
で
、
南
北
朝
隋
唐
五
代
以
前
の
も
の

は
見
ら
れ
な
い
。

魏
晋
南
北
朝
時
期
、
倭
字
の
使
用
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
東
晋
《
高
句
麗

好
太
王
碑
》
に　

と
作
り
、
東
魏
《
蕭
正
表
誌
》
に

   

と
作
る
。

2　

歴
代
字
彙
韵
書
の
〝
委
〞
字
の
音
義
に
つ
い
て
、
以
下
に
列
挙
す
る
。

《
説
文
解
字
·
女
部
》：〝
委
，
委
随
也
。
从
女
从
禾
。〞

《
説
文
解
字
系
伝
·
女
部
》：〝
委
，
委
随
也
。
从
女
禾
声
。〞

《
篆
隷
万
象
名
義
·
女
部
》：〝
委
，
汚
詭
反
。
属
也
，
弃
也
，
任
也
，
累
（
也
），

安
也
，
随
也
。〞（
按
：《
篆
隷
万
象
名
義
·
女
部
》：〝
委
，
汚
詭
反
。〞
原
書
を
見

る
と
、
反
切
の
上
字
は
紆
で
あ
る
。
二
者
は
雖
に
切
字
さ
れ
、
同
じ
く
影
母
の
字

だ
が
、
字
形
は
似
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
〝
紆
詭
反
〞
に
作
る
）

《
広
韻
·
支
韻
》：〝
委
委
，
佗
佗
，
美
也
。〞

《
広
韻
·
紙
韻
》：〝
委
，
委
曲
也
。
亦
委
積
。
又
属
也
，
棄
也
，
随
也
，
任
也
。

又
姓
，
漢
有
太
原
太
守
委
進
。
出
《
風
俗
通
》。
于
詭
切
。〞

《
集
韻
·
支
韻
》：〝
委
委
，
行
委
曲
也
。〞

《
集
韻
·
纸
韻
》：〝
委
，

毀
切
。《
説
文
》：
委
随
也
。
一
曰
棄
也
，
任
也
，

安
也
。〞

《
集
韻
·
寘
韻
》：〝
委
，
委
積
，
牢
米
薪
蒭
之
総
名
。〞

《
類
篇
·
女
部
》：〝
委
，

毀
切
。《
説
文
》：
委
随
也
。
一
曰
棄
也
，
任
也
，

安
也
。
又
于
偽
切
。
委
積
，
牢
米
薪
芻
之
総
名
。
又
雍
危
切
。
委
委
，
行
委
曲
也
。

文
一
。
重
音
二
。〞

《
宋
本
玉
篇
·
女
部
》：〝
委
，
属
也
，
棄
也
，
曲
也
。〞

《
四
声
篇
海
·
女
部
》：〝
委
，
于
詭
切
。
委
，
属
也
；
又
姓
；
棄
也
；
曲
也
。〞

《
四
声
篇
海
·
頁
部
》：〝
䫋
，
于
為
切
，
女
随
人
也
。
通
作
委
。〞

《
龍
龕
手
鏡
》
未
收
〝
委
〞
字
。

結
論
と
し
て
、
宋
代
ま
で
下
っ
て
も
、〝
委
〞
を
〝
矮
化
〞
の
字
と
し
て
使

用
す
る
例
は
発
生
し
な
い
。

3　

倭
の
名
は
、w

a

と
読
み
、
固
有
名
詞
を
記
録
す
る
の
に
用
い
ら
れ
、

人
体
の
〝
高
矮
〞
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

《
説
文
解
字
·
人
部
》：〝
倭
，
順
皃
。
从
人
委
声
。《
詩
》
曰
：
周
道
倭
遅
。

于
為
切
。〞

  

漢

  

   



〝
邪
馬
臺
〞
か
、
そ
れ
と
も
〝
邪
馬
壹
〞
か
？

一
一
二

《
説
文
解
字
系
伝
·
女
部
》：〝
倭
，
順
皃
。
从
人
委
声
。《
詩
》
曰
：
周
道
倭

遅
也
。
于
隹
反
。〞

《
篆
隷
万
象
名
義
·
人
部
》：〝
倭
，
于
為
反
，
長
也
。〞

《
広
韻
·
支
韻
》：〝
倭
，
慎
皃
。〞

《
広
韻
·
麻
韻
》：〝
倭
，
東
海
中
国
。〞

《
広
韻
·
果
韻
》：〝
倭
，
倭
堕
。〞
按
漢
楽
府
《
陌
上
桑
》
描
写
羅
敷
服
飾
有

〝
頭
上
倭
堕
髻
〞
句
。

《
集
韻
·
支
韻
》：〝
倭
，《
説
文
》：
順
皃
。
引
《
詩
》‘
周
道
倭
遅
’
。〞

《
集
韻
·
戈
韻
》：〝
烏
禾
切
，
女
王
国
名
，
在
東
海
中
。〞

《
集
韻
·
果
韻
》：〝
倭
，
倭
堕
，
髻
皃
。〞

《
類
篇
·
人
部
》：〝
倭
，
子
危
切
，
順
皃
。
引
《
詩
》‘
周
道
倭
遅
’
。
又
烏

禾
切
，
女
国
名
，
在
東
海
中
。
又

果
切
，
倭
堕
，
髻
皃
。
文
一
，
重
音
二
。〞

《
宋
本
玉
篇
·
人
部
》：〝
于
為
切
。《
説
文
》
云
：
順
皃
。《
詩
》
云
：
周
道

倭
遅
。
又
烏
禾
切
，
国
名
。〞

《
龍
龛
手
镜
·
人
部
》：〝
倭
，
于
為
反
，
慎
皃
也
。
又
烏
禾
反
，
東
海
中
女

王
国
名
。〞

《
四
声
篇
海
·
人
部
》：〝
倭
，
于
為
切
。《
説
文
》
云
：
順
皃
。《
詩
》
云
：

周
道
倭
遅
。
又
烏
禾
切
，
国
名
也
。〞

こ
う
し
て
み
る
と
、《
後
漢
書
》《
三
国
志
》
に
は
倭
字
を
〝
矮
〞
と
し
て
記

録
し
た
可
能
性
は
な
い
に
ひ
と
し
い
。
矮
字
は
短
身
を
記
録
す
る
の
に
使
わ
れ
、

早
く
は
《
説
文
·
矢
部
》
に
見
ら
れ
る
。

《
説
文
·
矢
部
》：
矮
，
短
人
也
。
从
矢
委
声
。

《
集
韻
·
蟹
部
》：
矮
㾨
躷
，
倚
蟹
切
。

也
。
或
作
㾨
躷
。

音
の
比
較
参
考
と
し
て
、
参
考
文
献
の
〝
倭
〞
字
歴
代
韵
書
擬
音
集
合
表
を

参
照
さ
れ
た
い
。

4　

委
は
国
王
の
名
義
の
も
と
で
あ
る
。

注
目
に
値
す
る
の
は
、
九
州
島
博
多
港
附
近
の
志
賀
島
で
出
土
し
た
漢
代
官

印
で
、〝
委
奴
〞
を
用
い
て
〝
倭
〞
或
い
は
〝
矮
〞
字
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
に
よ
る
と
、
博
多
（H

akata

―
ば
か
た
―
〝
博
物
館
〞

を
日
本
語
で
「
は
く
ぶ
つ
か
ん
」
と
読
む
よ
う
に
お
そ
ら
く
濁
音
化
す
る
）
港
は
、

九
州
（kyushu

―
き
ゅ
う
し
ゅ
う
）
の
西
北
博
多
湾
内
に
あ
り
、
福
岡
市
に
接
し

て
、
西
は
佐
世
保
に126

海
里
、
上
海
ま
で
約500

海
里
、
西
北
は
釜
山
ま
で
約

120

海
里
、
北
九
州
（
き
た
き
ゅ
う
し
ゅ
う
）
ま
で
約60

海
里
で
、
付
近
に
あ

る
〝
志
賀
島
〞（
日
本
九
州
島
福
岡
市
東
区
博
多
湾
に
あ
り
、
海
の
中
継
地
点
的

な
小
島
で
、
歴
史
上
最
も
重
要
な
の
は
、
江
戸
時
代
に
二
人
の
農
夫
が
漢
委
奴
国

王
印
を
掘
り
だ
し
た
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
）
が
漢
印
の
出
土
地
点
で
あ
る
。
唐
代

に
な
る
と
、
空
海
大
師
の
よ
う
な
高
僧
や
遣
唐
使
も
、
こ
こ
か
ら
大
唐
帝
国
に
向

か
い
、
大
唐
か
ら
日
本
へ
も
ま
た
多
く
が
博
多
椀
か
ら
上
陸
し
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
日
本
大
阪
教
育
大
学
張
莉
教
授
の
女
王
国
〝
邪
馬
壹
／
邪
馬
台
〞
に
関
す
る

〝
九
州
島
説
〞
は
外
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。



一
一
三

漢
字
學
硏
究　

第
八
號

委
と
和
：
音
読
の
認
知
関
係
。

こ
の
国
を
〝
邪
馬
〞（
や
ま
、
日
本
語
の
〝
山
〞
の
音
）・〝
委
奴
〞
と
称
す

る
の
は
、〝
山
国
〞
を
主
と
し
て
、
諸
〝
奴
国
〞
の
連
合
体
制
を
管
轄
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、国
王
を
〝
委
奴
〞
と
称
す
る
の
は
、今
に
至
る
ま
で
、人
々

が
解
明
出
来
て
い
な
い
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

宋
代
字
彙
韻
書
が
集
め
た
も
の
を
見
る
と
、
族
群
国
名
を
記
録
す
る
の
に

〝
倭
〞
と
し
て
お
あ
り
、
お
そ
ら
く
烏
禾
切
か

果
切
で
読
む
。
ま
た
、
前
述
し

た
原
則
、
つ
ま
り
〝
歴
史
上
、
後
漢
三
国
等
の
時
代
に
漢
字
を
用
い
て
高
麗
（
高

句
麗
「
ご
お
ご
う
り
」）
扶
桑
（「
ふ
じ
さ
ん
」）
大
和
（「
や
ま
と
」）
と
い
っ
た

国
名
を
記
録
す
る
の
は
、
記
音
つ
ま
り
音
読
の
方
式
に
よ
る
〞
こ
と
か
ら
考
え
る

と
、
委
の
字
形
の
構
成
は
、
下
部
は
女
に
従
い

譔
柔
順
の
状
態
を
示
す
も
の
で

（〝
若
〞
字
と
同
類
で
、
古
音
は
関
連
し
て
い
る
の
で
、
若
は
諾
と
読
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
奴
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
）、
禾
に
従
っ
て
声
を
得
、
つ
ま
り
倭

字
の
音
読
で
あ
る
。
日
本
語
で
〝
倭
〞
に
対
応
す
る
音
訓
は
「
わ
」
で
、
日
本
語

の
〝
和
〞「
わ
」
と
同
じ
音
で
あ
る
。
漢
字
の
構
造
か
ら
、
委
、
和
の
両
字
体
は
、

ど
ち
ら
も
〝
禾
〞
符
を
声
符
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、〝
和
〞
字
は
出
土
資
料
に
早
く
見
え
る
漢
字
で
あ
る
の
に（

15
）、

漢

代
に
日
本
語
の
音
節
を
記
録
す
る
の
に
直
接
〝
和
〞
字
を
用
い
ず
、〝
委
〞
を
使
っ

た
の
だ
ろ
う
か
？
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
切
音
の
実
用
需
要
に
従
い
、
半
切

の
近
い
日
本
語
の
〝
和
〞
の
実
際
の
発
音
をw

a

つ
ま
り
「
わ
」
と
し
た
の
で
は

な
い
か
。

《
篆
隷
万
象
名
義
·
口
部
》
は
唐
代
に
あ
た
る
時
代
に
成
立
し
、〝
和
〞
字
に

つ
い
て
，
字
彙
、
注
释
、
そ
し
て
発
音
を
〝
和
，
胡
戈
反
。
調
也
。
安
也
。
諧
鈴

也
。〞
と
し
て
い
る
。

《
玉
篇
·
口
部
》
の
標
注
に
は
〝
和
，
胡
戈
切
。《
書
》
云
：
协
和
万
邦
。
又

胡
过
切
。《
易
》
曰
：
其
子
和
之
。
咊
，
古
文
。〞
と
あ
り
、
大
徐
本
《
説
文
》
の

標
注
は
〝
戶
戈
切
〞
と
す
る
。

《
広
韻
·
戈
部
》
で
は
、〝
和
，《
爾
雅
》
云
：〝
笙
之
小
者
謂
之
和
。〞
和
順
也
。

諧
也
。
不
堅
不
柔
也
。
亦
州
名
，
在
淮
南
漢
九
江
，
都
尉
居
之
，
屬
九
江
郡
，
齊

爲
和
州
。
又
姓
，
出
汝
南
、
河
南
二
望
。
本
自
羲
和
之
後
。
一
云
卞
和
之
後
。
晉

有
和
嶠
。
又
虜
複
姓
，
和
稽
氏
後
改
爲
緩
氏
。
戸
戈
切
。〞
と
あ
る
。

《
集
韻
·
戈
部
》
で
は
、〝
和
，胡
戈
切
。《
說
文
》
相

也
。
又
州
名
。
亦
姓
。

古
書
作
咊
。〞

帰
納
的
に
み
る
と
、〝
和
〞
の
音he

は
古
く
は
匣
母
歌
部
に
属
す
。
日
本
語
で

〝
和
〞
をw

a

即
ち
「
わ
」
と
読
む
音
節
は
蛙
娃

字
組
に
入
り
、
古
音
は
影
母

の
部
に
属
し
、
ま
た
〝
委
〞
即
ち
〝
倭
〞w

o

字
の
古
音
は
影
母
微
部
で
、
ど
ち

ら
も
影
母
に
属
し
て
双
声
関
連
し
、
適
合
す
る
と
い
え
る
漢
代
北
方
方
言
に
基
づ

い
て
漢
字
で
日
本
語
の
音
節
を
表
記
す
る
こ
と
考
え
る
と
、
既
成
の
〝
和
〞
字
は

捨
て
ざ
る
を
得
ず
、
委
婉
円
転
の
〝
委
〞
つ
ま
り
〝
倭
〞
字
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
漢
語
の
擬
音
と
し
て
、{w

o̶
w
a}

の
構
造
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
漢
印
の
篆
文
は
、「
大
漢
和
順
國
王
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
。歴

代
韵
書
の
〝
委
〞
字
の
読
み
の
標
注
は
、
参
考
文
献
の
韻
書
集
成
表
を
参

照
さ
れ
た
い
。



〝
邪
馬
臺
〞
か
、
そ
れ
と
も
〝
邪
馬
壹
〞
か
？

一
一
四

四　

歴
史
言
語
の
時
間
・
空
間
的
問
題

中
国
の
呉
方
言
地
域
で
は
、
今
で
もh-w

に
明
確
な
区
別
が
な
く
、
た
と
え
ば

“
hua”

は“
w
a”

と
読
み
、“w

ang”

は“
huang”

と
読
む
。〝
和
〞
の
字
形

音
義
属
性
を
明
確
に
で
き
な
い
と
し
て
も
、
三
国
呉
語
地
域
か
ら
扶
桑
九
州
に
伝

わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
歴
史
記
載
は
次
の
よ
う
な
時
空
関
係
か
ら
読
み
解
く
こ

と
が
出
来
る
。

《
三
国
志
》の
撰
者
で
あ
る
晋
代
陳
寿
は
、呉
語
地
域
の
人
で
は
な
い
。陳
寿（233

年-297

年
）、
字
は
承
祚
、
巴
西
郡
安
漢
県
（
今
の
四
川
南
充
）
の
人
で
、
三
国

時
代
蜀
漢
及
び
西
晋
時
代
の
著
名
な
史
学
家
で
あ
る
。
陳
寿
は
呉
語
地
域
か
ら
長

江
を
隔
て
た
距
離
に
お
り
、呉
方
言
の
影
響
を
受
け
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

直
接
〝
和
〞
字
を
用
い
ず
に
〝
委
奴
国
〞
と
記
載
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

後
の
范
曄
撰
《
後
漢
書
》
は
、《
倭
人
伝
》
の
文
に
つ
い
て
、
や
は
り
元
の
ま

ま
と
し
た
。
范
曄
（398

年-445

年
）、字
は
蔚
宗
、順
陽
（
今
の
河
南
南
陽
淅
川
）

の
人
で
、
北
方
方
言
地
域
に
属
し
、
士
族
家
庭
の
出
身
で
あ
る
。
安
北
將
軍
范
汪

の
曾
孫
、
豫
章
太
守
范
寧
の
孫
、
侍
中
范
泰
の
子
で
あ
る
。
南
朝
宋
の
官
員
、
史

学
家
、
文
学
家
。
元
熙
二
年
（420

年
）、
劉
裕
が
晋
に
代
わ
っ
て
帝
を
称
し
、

范
曄
は
招
き
に
応
じ
て
出
仕
し
、
彭
城
王
劉
義
康
門
下
の
冠
軍
将
軍
、
秘
書
丞
に

任
じ
ら
れ
た
。
元
嘉
九
年
（432

年
）、
劉
義
康
に
罪
を
得
た
た
め
、
宣
城
太
守

に
左
遷
さ
れ
、《
後
漢
書
》
の
撰
写
を
任
じ
ら
れ
る（

16
）。

中
華
か
ら
帯
方
郡
、
帯
方
郡
か
ら
邪
馬
台
へ
向
か
う
こ
と
は
、
現
在
の
記
載
に

よ
れ
ば
漢
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
明
代
王
士
性
の
撰
し
た《
広
志
繹
》巻
一《
方

輿
崖
略
》
に
記
載
さ
れ
た
歴
代
沿
革
は
、
参
考
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

附
説
：〝
奴
〞
字
の
使
用
と
理
解
に
つ
い
て

漢
魏
六
朝
隋
唐
五
代
の
石
刻
等
資
料
の
よ
う
な
出
土
文
献
か
ら 

〝
奴
〞
字
の
使

用
状
況
を
見
る
と
、
往
々
に
し
て
女
性
の
名
字
に
よ
く
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
、

北
斉
張
子
昂
等
造
像
題
名
残
拓
：
張
子
昂
，
張
阿
至
，
張
阿
妃
，
張
噉
鬼
，

張
悪
奴
，
張
羅
侯
。

北
斉
牛
永
福
等
造
像
記
：
大
斉
河
清
三
年
二
月
八
日
，
敬
造
白
玉
思
唯
象
一

軀
。
牛
永
福
，
登
安
徳
，
李
倉
，
僑
奴
，
阿
幸
，
恒
富
，
阿
猛
，
阿
羽
，
黒
髮
，

惡
奴
，
富
堂
，
阿
冝
，

姿
，
阿
光
，
阿
弟
，
富
女
。
邑
主
法
嚮
，
王
恭
媚
。

北
魏
高
洛
周
十
人
等
造
象
碑
：
高
征
奴
，
高
蓋
奴
妻
囗
。

北
周
聖
母
寺
四
面
像
碑
：
邑
子
雷
奴
恴
。
邑
子
瓽
奴
奴
。
邑
子

非
社
奴
。

邑
子
雷
漢
奴
。
邑
子
雷
清
奴
。
邑
子
雷
伯
奴
。
邑
子
昨
和
景
奴
。

隋
唐
五
代
の
石
刻
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
統
計
で
は
、
お
よ
そ
〝
奴
〞
字
の
使
用
は

107

個
で
、〝
匈
奴
〞
等
の
慣
用
語
を
除
く
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
女
性
か
男
性

の
名
字
に
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
金
文
簡
牘
等
の
出
土
文
献
の
用
例
で
は
、
奴
如
字
は
し
ば
し
ば
一
女

符
で
書
か
れ
、
女
奴
如
は
す
べ
て
同
じ
語
源
で
あ
り
、
奴
も
ま
た
女
に
従
っ
て
声

を
得
る
。
日
本
語
の
奴
字
の
音
読
は
「
ぬ
」
で
、
韓
国
語
も
同
じ
読
み
で
あ
る
。

こ
う
し
て
考
え
る
と
、〝
漢
委
奴
国
王
〞
は
大
漢
和
順
国
王
な
の
で
あ
る
。

《
後
漢
書
》《
三
国
志
》
の
倭
人
伝
に
関
す
る
記
述
に
よ
れ
ば
、
当
時
帯
方
郡

に
至
る
倭
人
の
国
数
は
百
を
数
え
る
が
、
使
者
を
使
し
た
の
は
た
だ
三
十
余
国
だ

け
で
あ
っ
た
。
国
名
は
順
調
に
得
た
も
の
で
、
遠
方
を
懐
か
せ
、
そ
の
他
を
招
き
、

四
夷
に
対
し
て
実
行
さ
れ
た
〝
臣
服
戎
羌
，
率
賓
帰
王
〞
と
い
う
一
貫
し
た
政
策

だ
っ
た（

17
）。
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関
わ
り
の
あ
る
正
史
文
献
の
記
述
方
式
の
転
換
か
ら
み
る
と
、
宋
代
に

撰
さ
れ
た
《
新
唐
書
》
か
ら
〝
倭
人
〞〝
倭
国
〞〝
倭
〞
伝
を
、〝
日
本
列
伝
〞〝
日

本
国
列
伝
〞〝
日
本
伝
〞
に
書
き
換
え
は
じ
め
（
後
々
宋
明
時
期
に
な
っ
て
、
倭

字
が
よ
う
や
く
そ
れ
以
外
の
用
法
や
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
）、
そ
れ
以
前
は
一
律
し
て
〝
倭
〞
す
な
わ
ち
上
述
し
た
〝
委
〞
つ
ま
り
〝
和
〞

と
称
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
唐
代
以
降
に
刊
定
さ
れ
た
《
後
漢
書
》《
三
国
志
》

等
の
史
籍
に
用
い
ら
れ
る
〝
倭
〞
字
は
、他
に
蔑
称
の
意
味
を
持
ち
得
な
か
っ
た
。

同
様
に
、
邪
馬
台
の
邪
は
、
右
辺
は
邑
部
に
属
し
、
構
造
は
邑
類
に
属
し
、
国
・

地
域
に
関
係
す
る
。
邪
字
の
使
用
例
を
調
査
す
る
と
、
秦
漢
六
朝
時
期
に
中
国
で

実
際
に
地
名
の
固
有
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
参
考
文
献
に
挙
げ
た
各
時
代

の
さ
ま
ざ
ま
な
使
用
例
を
見
る
と
〝
邪
〞
字
の
特
殊
な
用
例
が
見
ら
れ
る（

18
）。

五　

二
つ
の
結
論
的
意
見

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
歴
史
上
、
使
者
・
通
訳
た
ち
が
漢
字
を
用
い

て
他
の
民
族
・
国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
固
有
名
詞
を
記
録
す
る
の
に
記
音
、
つ
ま
り

音
読
す
る
方
式
を
取
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
認
識
関
係
の
な
か
で
、
漢

字
の
基
本
的
な
効
能
は
記
音
文
字
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
表
記
さ
れ
た
も
の
は
、

当
時
の
そ
の
地
域
の
そ
の
ま
ま
の
発
音
と
同
じ
か
、
近
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
異
文
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
各
地
域
や
各
時
代
区
分
の
言
語
体

系
の
発
音
と
関
連
し
て
い
る
と
考
察
し
た
。
た
と
え
ば
、
現
代
の
中
国
・
日
本
・

韓
国
の
研
究
者
は
、
一
般
的
に
は
た
だ
〝
邪
〞
の
字
を
あ
る
種
の
貶
め
る
意
味
を

持
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
、。
実
際
に
は
、
漢
代
や
魏
国
時
代
で
は
邑
部
の
字

は
た
だ
地
名
か
ら
だ
け
発
生
す
る
も
の
だ
っ
た
（
地
名
は
人
名
に
も
な
り
、
人
名

か
ら
地
名
に
も
な
る
）

（
19
）。

日
本
語
の
体
系
の
な
か
で
は
、
も
ち
ろ
ん
少
な
か
ら
ず
字
形
・
字
音
・
字
義
が

と
も
に
借
用
さ
れ
る
例
が
あ
る
が
、
し
か
し
外
来
語
は
一
般
的
に
は
カ
タ
カ
ナ
で

表
記
さ
れ
、
こ
れ
は
一
種
の
持
つ
べ
き
自
覚
が
乱
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
う

し
た
観
念
の
認
識
区
別
の
手
段
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
。

《
後
漢
書
》《
三
国
志
》
や
そ
れ
以
降
の
史
書
の
記
載
は
、
基
本
的
に
は
当
時
の

そ
の
地
方
の
言
語
体
系
の
音
と
同
じ
、
或
い
は
近
い
音
の
漢
字
を
（
一
般
的
に
は

語
義
に
か
か
わ
ら
ず
）
対
応
さ
せ
て
記
録
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
現
象
は
、

歴
史
言
語
文
字
の
使
用
の
伝
播
に
関
す
る
研
究
に
対
し
て
、
伝
え
る
側
に
も
受
け

容
れ
る
側
に
き
っ
と
認
識
の
妨
害
を
も
た
ら
す
。
中
国
学
術
界
の
歴
史
地
理
研
究

者
は
、
域
外
の
地
名
・
人
名
な
ど
を
処
理
す
る
過
程
で
こ
う
し
た
現
象
に
出
く
わ

す
が
、
区
別
は
ま
だ
充
分
で
な
い
。
こ
の
歴
史
漢
字
学
領
域
は
、
韓
国
・
中
国
、

そ
し
て
日
本
の
歴
史
・
考
古
・
言
語
学
研
究
者
が
と
り
わ
け
注
目
す
る
べ
き
で
あ

る
。

参
考
文
献
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
：

西
漢
司
馬
遷
著
《
史
記
》
全
10
册
，
中
華
書
局1959

年
。

東
漢
班
固
著
《
漢
書
》
全
12
册
，
中
華
書
局1962

年
。

晋
代
陳
寿
著
《
三
国
志
》，
裴
松
之
注
本
，
中
華
書
局1959

年
。《
三
国
志
·
魏

志
·
倭
人
伝
》：

倭
人
在
帯
方
東
南
大
海
之
中
，
依
山
島
為
国
邑
。
旧
百
餘
国
，
漢
時
有
朝
見

者
，
今
使
訳
所
通
三
十
国
。
従
郡
至
倭
，
循
海
岸
水
行
，
歴
韓
国
，
乍
南
乍
東
，

到
其
北
岸
狗
邪
韓
国
，
七
千
餘
里
，
始
度
一
海
，
千
餘
里
至
対
馬
国
。
其
大
官
曰



〝
邪
馬
臺
〞
か
、
そ
れ
と
も
〝
邪
馬
壹
〞
か
？
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卑
狗
，
副
曰
卑
奴
母
離
。
所
居
絶
島
，
方
可
四
百
餘
里
，
土
地
山
険
，
多
深
林
，

道
路
如
禽
鹿
径
。
有
千
餘
戸
，
無
良
田
，
食
海
物
自
活
，
乗
船
南
北
巿
糴
。
又
南

渡
一
海
千
餘
里
，
名
曰
瀚
海
，
至
一
大
国
，
官
亦
曰
卑
狗
，
副
曰
卑
奴
母
離
。
方

可
三
百
里
，
多
竹
木
叢
林
，
有
三
千
許
家
，
差
有
田
地
，
耕
田
猶
不
足
食
，
亦
南

北
巿
糴
。
又
渡
一
海
，
千
餘
里
至
末
盧
国
，
有
四
千
餘
戸
，
浜
山
海
居
，
草
木
茂

盛
，
行
不
見
前
人
。
好
捕
鱼
鰒
，
水
無
深
浅
，
皆
沈
没
取
之
。
東
南
陸
行
五
百
里
，

到
伊
都
国
，
官
曰
爾
支
，
副
曰
泄
謨
觚
、
柄
渠
觚
。
有
千
餘
戸
，
世
有
王
，
皆
統

属
女
王
国
，
郡
使
往
来
常
所
駐
。
東
南
至
奴
国
百
里
，
官
曰

馬
觚
，
副
曰
卑
奴

母
離
，
有
二
万
餘
戸
。
東
行
至
不
弥
国
百
里
，
官
曰
多
模
，
副
曰
卑
奴
母
離
，
有

千
餘
家
。
南
至
投
馬
国
，
水
行
二
十
日
，
官
曰
弥
弥
，
副
曰
弥
弥
那
利
，
可
五
万

餘
戸
。
南
至
邪
馬
壹
国
，
女
王
之
所
都
，
水
行
十
日
，
陸
行
一
月
。
官
有
伊
支
馬
，

次
曰
弥
馬
升
，
次
曰
弥
馬
獲
支
，
次
曰
奴
佳

，
可
七
万
餘
戸
。
自
女
王
国
以
北
，

其
戸
数
道
里
可
得
略
載
，
其
餘
旁
国
遠
絶
，
不
可
得
詳
。
次
有
斯
馬
国
，
次
有
已

百
支
国
，
次
有
伊
邪
国
，
次
有
都
支
国
，
次
有
弥
奴
国
，
次
有
好
古
都
国
，
次
有

不
呼
国
，
次
有
姐
奴
国
，
次
有
対
蘇
国
，
次
有
蘇
奴
国
，
次
有
呼
邑
国
，
次
有
華

奴
蘇
奴
国
，
次
有
鬼
国
，
次
有
為
吾
国
，
次
有
鬼
奴
国
，
次
有
邪
馬
国
，
次
有
躬

臣
国
，
次
有
巴
利
国
，
次
有
支
惟
国
，
次
有
烏
奴
国
，
次
有
奴
国
，
此
女
王
境
界

所
尽
。
其
南
有
狗
奴
国
，
男
子
為
王
，
其
官
有
狗
古
智
卑
狗
，
不
属
女
王
。
自
郡

至
女
王
国
万
二
千
餘
里
。

男
子
無
大
小
皆
黥
面
文
身
。
自
古
以
来
，
其
使
詣
中
国
，
皆
自
称
大
夫
。
夏

后
少
康
之
子
封
於
会
稽
，断
髪
文
身
以
避
蛟
龍
之
害
。
今
倭
水
人
好
沈
没
捕
魚
蛤
，

文
身
亦
以
厌
大
魚
水
禽
，
后
稍
以
為
飾
。
諸
国
文
身
各
異
，
或
左
或
右
，
或
大
或

小
，
尊
卑
有
差
。
計
其
道
里
，
当
在
会
稽
、
東
冶
之
東
。
其
風
俗
不
淫
，
男
子
皆

露

，
以
木
綿
招
頭
。
其
衣
横
幅
，
但
結
束
相
連
，
略
無
縫
。
婦
人
被
髪
屈

，

作
衣
如
单
被
，
穿
其
中
央
，
貫
頭
衣
之
。
種
禾
稲
、
紵
麻
，
蚕
桑
、
緝
積
，
出
細
紵
、

縑
綿
。
其
地
无
牛
馬
虎
豹
羊
鵲
。
兵
用
矛
、
楯
、
木
弓
。
木
弓
短
下
長
上
，
竹
箭

或
鉄
鏃
或
骨
鏃
，
所
有
無
与
儋
耳
、
朱
崖
同
。
倭
地
温
暖
，
冬
夏
食
生
菜
，
皆
徒

跣
。
有
屋
室
，
父
母
兄
弟

息
異
処
，
以
朱
丹
塗
其
身
体
，
如
中
国
用
粉
也
。
食

飲
用
籩
豆
，
手
食
。
其
死
，
有
棺
無
椁
，
封
土
作
冢
。
始
死
停
喪
十
餘
日
，
当
時

不
食
肉
，
喪
主
哭
泣
，
他
人
就
歌
舞
飲
酒
。
已
葬
，
举
家
詣
水
中
澡
浴
，
以
如
練

沐
。
其
行
来
渡
海
詣
中
国
，
恒
使
一
人
，
不
梳
頭
，
不
去
蟣
蝨
，
衣
服
垢
汚
，
不

食
肉
，
不
近
婦
人
，
如
喪
人
，
名
之
為
持
衰
。
若
行
者
吉
善
，
共
顧
其
生
口
財
物
；

若
有
疾
病
，遭
暴
害
，便
欲
殺
之
，
謂
其
持
衰
不
謹
。
出
真
珠
、青
玉
。
其
山
有
丹
，

其
木
有
柟
、
杼
、
豫
樟
、
櫪
、
投
橿
、
烏
号
、
楓
香
，
其
竹
筱

、
桃
支
。
有
姜
、

橘
、椒
、
荷
，不
知
以
為
滋
味
。
有
獮
猴
、黒
雉
。
其
俗
挙
事
行
来
，有
所
云
為
，

輒
灼
骨
而
卜
，
以
占
吉
凶
，
先
告
所
卜
，
其
辞
如
令
亀
法
，
視
火

占
兆
。
其
会

同
坐
起
，
父
子
男
女
無

，
人
性
嗜
酒
。
魏
略
曰
：
其
俗
不
知
正
歳
四
節
，
但
計

春
耕
秋
收
為
年
紀
。
見
大
人
所
敬
，
但
搏
手
以
当
跪
拜
。
其
人
寿
考
，
或
百
年
，

或
八
九
十
年
。
其
俗
，
国
大
人
皆
四
五
婦
，
下
戸
或
二
三
婦
。
婦
人
不
淫
，
不

忌
。
不
盗
窃
，
少
諍
訟
。
其
犯
法
，
軽
者
没
其
妻
子
，
重
者
滅
其
門
戸
。
及
宗
族

尊
卑
，
各
有
差
序
，
足
相
臣
服
。
收
租
賦
。
有
邸
閣
国
，
国
有
市
，
交
易
有
無
，

使
大
倭
監
之
。
自
女
王
国
以
北
，
特
置
一
大
率
，
検
察
諸
国
，
諸
国
畏

之
。
常

治
伊
都
国
，
於
国
中
有
如
刺
史
。
王
遣
使
詣
京
都
、
帯
方
郡
、
諸
韓
国
，
及
郡
使

倭
国
，
皆
臨
津
搜
露
，
伝
送
文
書
賜
遺
之
物
詣
女
王
，
不
得
差
錯
。
下
戸
与
大
人

相
逢
道
路
，
逡
巡
入
草
。
伝
辞
説
事
，
或
蹲
或
跪
，
両
手
据
地
，
為
之
恭
敬
。
对

応
声
曰
噫
，
比
如
然
諾
。
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其
国
本
亦
以
男
子
為
王
，
住
七
八
十
年
，
倭
国
乱
，
相
攻
伐
歴
年
，
乃
共
立

一
女
子
為
王
，
名
曰
卑
弥
呼
，
事
鬼
道
，
能
惑
衆
，
年
已
長
大
，
無
夫
婿
，
有
男

弟
佐
治
国
。
自
為
王
以
来
，
少
有
見
者
。
以
婢
千
人
自
侍
，
唯
有
男
子
一
人
給
飲

食
，
伝
辞
出
入
。
居
処
宫
室
楼
観
，
城
栅
厳
設
，
常
有
人
持
兵
守
衛
。

東
渡
女
王
国
東
渡
海
千
餘
里
，
復
有
国
，
皆
倭
種
。
又
有
侏
儒
国
在
其
南
，

人
長
三
四
尺
，
去
女
王
四
千
餘
里
。
又
有
裸
国
、
黑
歯
国
復
在
其
東
南
，
船
行
一

年
可
至
。
参
問
倭
地
，
絶
在
海
中
洲
島
之
上
，
或
絶
或
連
，
周
旋
可
五
千
餘
里
。

王
遣
景
初
二
年
六
月
，
倭
女
王
遣
大
夫
難
升
米
等
詣
郡
，
求
詣
天
子
朝
献
，

太
守
劉
夏
遣
吏
将
送
詣
京
都
。
其
年
十
二
月
，
詔
書
報
倭
女
王
曰
：〝
制
詔
親
魏

倭
王
卑
弥
呼
：
帯
方
太
守
劉
夏
遣
使
送
汝
大
夫
難
升
米
、
次
使
都
巿
牛
利
奉
汝
所

献
男
生
口
四
人
，
女
生
口
六
人
、
班
布
二
匹
二
丈
，
以
到
。
汝
所
在
逾
遠
，
乃
遣

使
貢
献
，
是
汝
之
忠
孝
，
我
甚
哀
汝
。
今
以
汝
為
親
魏
倭
王
，
仮
金
印
紫
綬
，
装

封
付
帯
方
太
守
仮
授
汝
。
其
綏
撫
種
人
，
勉
為
孝
順
。
汝
来
使
難
升
米
、
牛
利
涉

遠
，
道
路
勤
労
，
今
以
難
升
米
為
率
善
中
郎
将
，
牛
利
為
率
善
校
尉
，
仮
銀
印
青

綬
，
引
見
労
賜
遣
還
。
今
以
絳
地
交
龍
綿
五
匹
、
臣
松
之
以
為
地
応
為
綈
，
漢
文

帝
著

衣
谓
之
弋
綈
是
也
。
此
字
不
体
，
非
魏
朝
之
失
，
則
伝
写
者
誤
也
。
絳
地

绉
粟

十
張
、
蒨
絳
五
十
匹
、
紺
青
五
十
匹
，
答
汝
所
献
貢
直
。
又
特
賜
汝
紺
地

句
文
綿
三
匹
、
細
班
華

五
張
、
白
絹
五
十
匹
、
金
八
両
、
五
尺
刀
二
口
、
銅
鏡

百
枚
、
真
珠
、
鉛
丹
各
五
十
斤
，
皆
装
封
付
難
升
米
、
牛
利
還
到
録
受
。
悉
可
以

示
汝
国
中
人
，
使
知
国
家
哀
汝
，
故
鄭
重
賜
汝
好
物
也
。〞

正
治
元
年
，
太
守
弓
遵
遣
建
中
校
尉
梯
俊
等
奉
詔
書
印
綬
詣
倭
国
，
拜
仮
倭

王
，
并
齎
詔
賜
金
、
帛
、
錦

、
刀
、
鏡
、
采
物
，
倭
王
因
使
上
表
答
謝
恩
詔
。

其
四
年
，
倭
王
復
遣
使
大
夫
伊
声
耆
、
掖
邪
狗
等
八
人
，
上
献
生
口
、
倭
錦
、
絳

青
縑
、
綿
衣
、
帛
布
、
丹
木
、
屹
、
短
弓
矢
。
掖
邪
狗
等
壹
拜
率
善
中
郎
将
印
綬
。

其
六
年
，
詔
賜
倭
難
升
米
黄
幢
，
付
郡
仮
授
。
其
八
年
，
太
守
王
頎
到
官
。
倭
女

王
卑
弥
呼
与
狗
奴
国
男
王
卑
弥
弓
呼
素
不
和
，
遣
倭
載
斯
、
烏
越
等
詣
郡
説
相
攻

撃
状
。
遣
塞
曹
掾
史
張
政
等
因
齎
書
、
黄
幢
，
拜
仮
難
升
米
為
檄
告
喻
之
。
卑
弥

呼
以
死
，
大
作
冢
，
径
百
餘
步
，
徇
葬
者
奴
婢
百
餘
人
。
更
立
男
王
，
国
中
不
服
，

更
相
誅
殺
，
当
時
殺
千
餘
人
。
復
立
卑
弥
呼
宗
女
壹
与
，
年
十
三
為
王
，
国
中
遂

定
。
政
等
以
檄
告
喻
壹
与
，
壹
与
遣
倭
大
夫
率
善
中
郎
将
掖
邪
狗
等
二
十
人
送
政

等
還
，
因
詣
台
，
献
上
男
女
生
口
三
十
人
，
貢
白
珠
五
千
，
孔
青
大
句
珠
二
枚
，

異
文
雑
錦
二
十
匹
。

南
朝
宋
范
曄
撰
《
後
漢
書
》，
王
先
謙
集
解
，
上
海
古
籍
出
版
社2006

年
。
倭
人

国
関
連
箇
所
：

倭
在
韓
東
南
大
海
中
，
依
山
島
為
居
，
凡
百
余
国
。
自
武
帝
滅
朝
鲜
，
使
駅

通
於
漢
者
三
十
許
国
，
国
皆
称
王
，
世
世
伝
統
。
其
大
倭
王
居
邪
馬
台
国
。
楽
浪

郡
徼
，
去
其
国
万
二
千
里
，
去
其
西
北
界
拘
邪
韓
国
七
千
余
里
。
其
地
大
較
在
会

稽
東
冶
之
東
，与
朱
崖
、儋
耳
相
近
，故
其
法
俗
多
同
。
土
宜
禾
稻
、麻
紵
、蚕
桑
，

知
織
績
為
縑
布
。
出
白
珠
、青
玉
。
其
山
有
丹
土
。
気
温
暖
，冬
夏
生
菜
茹
。
無
牛
、

馬
、
虎
、
豹
、
羊
、
鵲
。
其
兵
有
矛
、
楯
、
木
弓
、
竹
矢
，
或
以
骨
為
鏃
。
男
子

皆
黥
面
文
身
，
以
其
文
左
右
大
小

尊
卑
之
差
。
其
男
衣
皆
横
幅
，
結
束
相
連
。

女
人
被
髪
屈
紒
，
衣
如
単
被
，
貫
頭
而
着
之
；
并
以
丹
朱
坌
身
，
如
中
国
之
用
粉

也
。
有
城
栅
屋
室
。
父
母
兄
弟
異
処
，
唯
会
同
男
女
無

。
飲
食
以
手
，
而
用
籩

豆
。
俗
皆
徒
跣
，
以
蹲
踞
為
恭
敬
。
人
性
嗜
酒
。
多
寿
考
，
至
百
余
歳
者
甚
衆
。

国
多
女
子
，
大
人
皆
有
四
五
妻
，
其
余
或
両
或
三
。
女
人
不
淫
不

。
又
俗
不
盗



〝
邪
馬
臺
〞
か
、
そ
れ
と
も
〝
邪
馬
壹
〞
か
？

一
一
八

窃
，
少
争
訟
。
犯
法
者
没
其
妻
子
，
重
者
滅
其
門
族
。
其
死
停
喪
十
余
日
，
家
人

哭
泣
，
不
進
酒
食
，
而
等
類
就
歌
舞
為
楽
。
灼
骨
以
卜
，
用
決
吉
凶
。
行
来
度
海
，

令
一
人
不
櫛
沐
，
不
食
肉
，
不
近
婦
人
，
名
曰
〝
持
衰
〞。
若
在
塗
吉
利
，
則
雇

以
財
物
；
如
病
疾
遭
害
，
以
為
持
衰
不
謹
，
便
共
殺
之
。

建
武
中
元
二
年
，
倭
奴
国
奉
貢
朝
賀
，
使
人
自
称
大
夫
，
倭
国
之
極
南
界
也
。

光
武
賜
以
印
綬
。
安
帝
永
初
元
年
，
倭
国
王
帥
升
等
献
生
口
百
六
十
人
，
願
請
見
。

桓
、
霊
間
，
倭
国
大
乱
，
更
相
攻
伐
，
歴
年
無
主
。
有
一
女
子
名
曰
卑
弥
呼
，

年
長
不
嫁
，
事
鬼
神
道
，
能
以
妖
惑
衆
，
于
是
共
立
為
王
。
侍
婢
千
人
，
少
有
見

者
，
唯
有
男
子
一
人
給
飲
食
，
伝
辞
語
。
居
処
宫
室
、
楼
観
城
栅
，
皆
持
兵
守
衛
。

法
俗
厳
峻
。

自
女
王
国
東
度
海
千
余
里
，
至
拘
奴
国
，

皆
倭
種
，
而
不
属
女
王
。
自
女

王
国
南
四
千
余
里
，
至
朱
儒
国
，
人
長
三
四
尺
。
自
朱
儒
東
南
行
船
一
年
，
至
裸

国
、
黑
歯
国
，
使
駅
所
伝
，
極
于
此
矣
。

韓
国
南
海
尚
周
里
岩
石
刻
画
（
良
阿
里
刻
石
、
現
地
の
伝
説
で
は
徐
福
一
行
が
南

海
を
経
て
日
本
に
行
っ
た
と
き
の
刻
画
）、
篆
書
の
意
味
は
完
璧
で
、
筆
跡
は
渾

樸
で
あ
る
。
図
像
提
供
は
韓
国
礼
学
大
師
鄭
景
柱
先
生
で
、
鄭
老
教
授
は
現
在
慶

星
大
学
韓
国
漢
字
研
究
所
に
お
勤
め
で
あ
る
。

〝
馬
山
〞
は
韓
国
慶
尚
南
道
に
あ
り
、
現
在
は
〝
昌
原
市
〞
と
改
名
し
て
い
る
。

下
図
で
位
置
を
見
よ
。



一
一
九

漢
字
學
硏
究　

第
八
號

明
代
王
士
性
撰
《
広
志
繹
》，
中
華
書
局1981

年
北
京
版
《
元
明
史
料
筆
記

丛
刊
》
本
。
第
2
頁
第
一
節
：

古
今
疆
域
，
始
大
于
漢
，
最
潤
于
唐
，

狭
于
宋
，
本
朝
（
明
代
）
過
於
宋

而
不
及
于
唐
，
江
南
諸
省
，
咸
自
漢
武
帝
伐
越
南
始
通
中
国
，
而
閩
越
瓯
越
于
越

以
次
帰
附
；
西
粤
則
其
西
路
進
兵
之
地
也
。
唐
全
有
漢
地
，
分
天
下
為
十
道
、

十
五
采
訪
使
，
南
北
万
里
，
東
西
万
七
千
里
，
州
府
三
百
五
十
八
，
県

一
千
五
百
五
十
一
，
又
有
通
四
夷
羈
縻
路
：
一
曰
营
州
，
入
安
東
；
二
曰
登
州
，

海
行
入
高
麗
、
渤
海
道
…
…

秦
代
、
膠
東
半
島
・
琅
邪
・
高
麗
半
島
・
扶
桑
・
東
瀛
・
九
州
博
多
港
は
海

上
交
通
の
路
線
で
あ
っ
た
。

―
琅
邪
郡
·
琅
邪
港
·
琅
邪
台

―
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
資
料
が
参
考
に
な
る
。：

膠
東
半
島
，
三
面
環
海
，
西
接
山
東
内
陸
地
区
、
隔
黄
海
与
韓
国
及
日
本
部

分
島
嶼
相
望
，
北
臨
渤
海
海
峡
。
経
常
泛
指
青
島
、
煙
台
、
威
海
三
市
，
簡
称
青

煙
威
。
膠
東
地
区
優
良
港
口
衆
多
，
海
岸
線
曲
折
。
古
時
為
東
夷
族
中
莱
夷
地
，

名
称
源
於
秦
時
膠
東
郡
（
治
所
為
即
墨
城
），
因
地
処
膠
莱
谷
地
以
東
而
得
名
。

秦
漢
之
际
，
地
理
海
上
交
通
位
置
非
常
重
要
。
文
献
記
載
，
春
秋
戦
国
時
期
，
中

土
有
五
大
海
港
：
碣
石
（
今
秦
皇
島
）、
転
附
（
今
煙
台
）、琅
邪
、会
稽
（
今
紹
興
）

和
句
章
（
今
寧
波
）。
這
五
大
海
港
連
結
了
当
時
中
国
的
南
北
海
上
交
通
。
在
這

五
大
海
港
中
，
琅
邪
港
処
於
居
中
的
位
置
，
其
作
用
尤
為
重
要
。

在
春
秋
戦
国
時
期
，
在
琅
邪
港
附
近
海
域
上
，
曾
経
髪
生
过
三
次
大
規
模
的

海
上
揚
帆
活
動
。
一
是
春
秋
后
期
斉
景
公
率
船
隊
繞
过
山
東
半
島
後
来
到
琅
邪
港

巡
視
。
二
是
斉
景
公
去
世
5
年
之
後
的
公
元
前485

年
，
髪
生
在
琅
邪
港
外
的
斉



〝
邪
馬
臺
〞
か
、
そ
れ
と
も
〝
邪
馬
壹
〞
か
？

一
二
〇

呉
大
海
戦
。
这
一
年
，
雄
心
勃
勃
的
呉
王
夫
差
联
合
魯
国
、

国
、

国
攻
打
斉

国
。
呉
国
大
将
徐
承
率
領
浩
浩
蕩
蕩
的
舟
師
，従
海
上
直
撲
斉
国
南
部
的
琅
邪
港
，

結
果
被
厳
陣
以
待
的
斉
国
水
師
打
得
丢

棄
甲
、
沈
船
無
数
，
斉
国
水
師
大
獲
全

勝
。
三
是
斉
呉
大
海
戦
之
後
的
第
12
年
，
越
滅
呉
之
後
，
越
王
勾
践
指
揮
善
于
海

戦
的
越
国
水
師
北
上
琅
邪
港
。
据
《
越
絶
書
》《
呉
越
春
秋
》
記
載
，
公
元
前

473

年
，越
王
勾
践
挥
师
北
上
占
領
斉
地
琅
邪
後
，見
這
里
山
川
秀
麗
，面
臨
大
海
，

南
可
控
呉
越
，
北
可
奪
中
原
，
西
可
撃
秦
晋
，
遂
决
定
把
越
国
国
都
従
会
稽
遷
到

琅
邪
，
建
立
新
的
霸
業
基
地
。
越
王
勾
践
遷
都
琅
邪
之
後
，
在
瀕
海
的
琅
邪
山
上

築
琅
邪
台
。
還
在
琅
邪
台
上
建
〝
望
越
楼
〞，
以
便
于
南
望
越
国
故
都
会
稽
。
秦

始
皇
統
一
中
国
之
後
，
於
公
元
前219
年
東
巡
郡
県
，
百
官
随
行
，
甲
乗
如
云
，

到
泰
山
封
禅
之
後
，
沿
渤
海
東
行
，
来
到
琅
邪
。
秦
始
皇
立
刻
被
琅
邪
山
的
景
致

迷
住
了
，便
下
令
夷
平
勾
践
所
築
旧
台
而
另
筑
新
台
。《
史
記
·
秦
始
皇
本
紀
》
載
：

秦
始
皇
在
琅
邪
〝
大
楽
之
。
留
三
月
，
乃
徙
黔
首
三
万
户
於
琅
邪
台
下
。〞
他
親

自
督
工
，
築
起
了
一
座
高
大
的
琅
邪
台
，
并
且
在
台
上
〝
立
石
刻
，
頌
秦
德
，
明

得
意
〞。
拠
《
史
記
·
秦
始
皇
本
紀
》
記
載
，
秦
始
皇
共
来
琅
邪
郡
三
次
。
三
次

巡
幸
琅
邪
，有
両
次
与
徐
福
啓
航
東
渡
密
切
相
関
。
当
年
秦
始
皇
三
次
巡
幸
琅
邪
，

徐
福
両
次
東
渡
出
海
的
龐
大
的
船
隊
在
這
里
集
結
啓
航
，
需
要
多
少
人
員
和
物
質

為
其
做
後
勤
準
備
，
而
這
一
切
都
与
当
年
繁
華
的
琅
邪
郡
密
切
相
関
。
在
先
秦
時

期
，
郡
県
制
已
経
開
始
実
行
。
但
是
斉
国
一
直
没
有
設
郡
，
而
是
将
全
国
分
為
五

都
（
都
相
当
於
郡
），
都
下
設
県
。
先
秦
時
的
琅
邪
一
帯
属
於
莒
都
管
轄
的
範
囲
。

秦
始
皇
統
一
中
国
後
，
琅
邪
首
次
成
為
郡
的
所
在
地
。
春
秋
戦
国
時
期
五
大
古
港

之
一
的
琅
邪
港
隷
属
於
琅
邪
郡
。
在
秦
代
的
36
郡
中
，
琅
邪
郡
属
於
経
済
比
较
髪

達
的
沿
海
大
郡
。
郡
的
行
政
長
官
是
郡
守
（
二
千
石
），
另
外
還
設
郡
尉
一
名
、

監
御
史
一
名
以
及
郡
丞
、
断
獄
都
尉
、
関
都
尉
、
督
郵
等
郡
守
的
属
官
。
秦
代
的

琅
邪
郡
属
於
沿
海
大
郡
，
郡
的
所
在
地
郡
城
応
該
相
当
雄
偉
堅
固
，
其
占
地
面
積

也
很
大
。
郡
城
内
除
了
官
署
建
築
外
，
還
有
壇
庙
一
類
的
建
築
設
施
、
百
工
的
作

坊
区
、
守
城
軍
隊
的
营
房
以
及
衆
多
黔
首
（
百
姓
）
居
住
的
房
屋
等
等
。
秦
始
皇

下
令
修
築
琅
邪
台
時
，曾
経
遷
徙
三
万
戸
黔
首
来
琅
邪
。
劉
邦
建
立
漢
王
朝
以
后
，

在
沿
用
秦
代
郡
県
制
的
同
時
，
還
実
行
封
国
制
（
即
分
封
他
的
子
孫
到
某
地
就
国
，

例
如
西
漢
時
期
的
膠
東
国
等
）。
由
於
秦
末
戦
争
等
原
因
，
西
漢
時
的
琅
邪
郡
人

口
可
能
比
秦
代
琅
邪
郡
要
少
，
但
是
其
規
格
級
別
応
与
秦
代
相
同
，
琅
邪
郡
的
郡

城
所
在
地
也
還
設
在
秦
代
的
原
址
上
。

歴
代
史
書
文
献
の
倭
人
国
に
関
す
る
記
載
：

《
漢
書
・
地
理
志
》：〝
夫
楽
浪
海
中
有
倭
人
，
分
為
百
餘
国
，
以
歳
時
来
献

見
云
。〞南

朝
宋
代
范
曄
撰
，
唐
代
李
賢
等
注
，
清
代
王
先
謙
集
解

《
後
漢
書
·
光
武
帝
紀
》：〝
二
年
春
正
月
辛
未
，
初
立
北
郊
，
祀
后
土
。
東

夷
倭
奴
国
王
遣
使
奉
献
。〞

《
後
漢
書
·
安
帝
紀
》：〝
冬
十
月
，
倭
国
遣
使
奉
献
。〞

《
三
国
志
·
魏
志
·
斉
王
芳
》：〝
二
月
，
倭
国
女
王
俾
弥
呼
（H

IM
IK

O

―
は
い
み
ご
う
）
遣
使
奉
献
。〞

《
晋
書
·
四
夷
列
伝
》
有
〝
倭
人
伝
〞。

《
宋
書
·
南
蛮
列
伝
》
有
〝
倭
国
列
伝
〞。

《
南
斉
書
·
東
南
夷
列
伝
》
有
〝
倭
国
列
伝
〞。

《
梁
書
·
東
夷
列
伝
》
有
〝
倭
列
伝
〞。
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《
隋
書
·
東
夷
列
伝
》
有
〝
倭
国
列
伝
〞。

《
南
史
·
東
夷
列
伝
》
有
〝
倭
列
伝
〞。

《
南
史
》
有
〝
倭
列
伝
〞。

《
旧
唐
書
》
有
〝
倭
国
列
伝
〞。

《
新
唐
書
·
東
夷
列
伝
》
有
〝
日
本
列
伝
〞。

《
宋
史
·
外
国
列
伝
》
有
〝
日
本
国
列
伝
〞。

清
人
厲
鶚
《
遼
史
拾
遺
表
第
八
·
属
国
表
》
有
〝
日
本
国
〞。

《
元
史
·
外
夷
伝
》
有
〝
日
本
伝
〞。

《
明
史
·
外
国
列
伝
》
有
〝
日
本
伝
〞。

附　

語
彙
の
臺
、
壹
二
字
形
に
関
わ
る
音
義
分
析
：

《
説
文
·
至
部
》：
濜
，
観
，
四
方
而
高
者
。
从
至
从
之
，
从
高
省
。
与
室
屋

同
意
。《

説
文
·
壹
部
》：
歑
，
専
壹
也
。
从
壺
吉
声
。
凡
壹
之
属
皆
从
壹
。

《
説
文
·
壺
部
》：
壹
㚃
也
。
从
凶
从
壺
。
不
得
泄
，
凶
也
。《
易
》
曰
：〝
天

地
壹
㚃
。〞

《
宋
本
玉
篇
·
壺
部
》：
㚃
，
於
芬
切
。
壹
㚃
。
𡕂
，
篆
文
。

《
宋
本
玉
篇
·
至
部
》：
臺
，
徒
来
切
。
四
方
高
也
，
閣
也
。

《
篆
隷
万
象
名
義
·
至
部
》：
臺
，
住
来
反
。
臺
也
。
待
也
。

《
広
韻
·
咍
部
》：
臺
，
土
高
四
方
曰
臺
。
又
姓
，
漢
有
侍
中
臺
崇
。
徒
哀
切
。

《
集
韻
·
咍
部
》：
臺
𡌫
𡌬
，
堂
来
切
。《
說
文
》
観
四
方
而
高
者
。
亦
姓
。

古
作
𡌫
。
或
省
。
俗
作
䑓
，
非
是
。

附　

歴
代
韻
書
の
〝
倭
〞
字
に
関
す
る
注
音
集
成
表
：

日
本
張
莉
、
出
野
正
著
《
倭
人
と
は
な
に
か
》，
三
省
堂2013

年
。

西
尾
実
著
《
岩
波
国
語
辞
典
》（
第
三
版
），
岩
波
書
店1979

年
。

滝
川
資
言
著
《
史
記
会
注
考
証
》
全
七
冊
第
1
冊
第411

―473

頁
〝
項
羽
本
紀

第
七
〞，
上
海
古
籍
出
版
社2016

年
，
楊
海
崢
整
理
版
。
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一
二
二

滝
川
資
言
著
《
史
記
会
注
考
証
》，
上
海
古
籍
出
版
社1986

年
。

臧
克
和
等
編
著
《
実
用
説
文
解
字
》，
上
海
古
籍
出
版
社2012

年
。

臧
克
和
等
編
著
《
秦
漢
六
朝
字
譜
》，
華
東
師
範
大
学
出
版
社2019

年
上
海
版
。

参
考
文
献
見
《
秦
漢
六
朝
字
譜
》
卷
10
〝
壹
部
〞。

秦
漢
時
期
の
出
土
史
料
の
臺
字
の
実
用
状
況
は
、《
秦
漢
六
朝
字
譜
·
至
部
》
卷

12

を
見
る
こ
と
。

華
東
師
範
大
学
中
国
文
字
研
究
与
応
用
中
心
大
数
据
研
発
中
心
〝
中
国
歴
代
字
彙

韻
書
数
拠
庫
〞、〝
中
国
歴
代
出
土
文
字
数
拠
庫
〞，〝AI+

表
意
文
字
大
数
拠
学
科

交
叉
項
目
〞。

唐
代
顔
真
卿
書
写
《
多
宝
塔
感
応
碑
文
》
中
地
名
用
〝
邪
〞
字
：
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《
秦
漢
六
朝
字
譜
·
邑
部
》
に
は
各
時
代
・
時
期
の
実
際
の
例
文
が
集
め
ら
れ
て

お
り
、〝
邪
〞
字
の
特
殊
な
用
例
も
あ
る
。：

《
説
文
解
字
·
邑
部
》：
愷
，
琅
邪
郡
。
从
邑
牙
聲
。　

戰
晚
·
十
七
年
丞
相

啓
狀
戈

漢
銘
·
上
林
量

睡
·
語
書
6
〇
養
匿
邪
避
（
僻
）
―
借
用
作
〝
邪

僻
〞
字

  

睡
·
秦
律
十
八
種
89
〇
繕

參
邪
可

也
―
借
用
作
〝
風
邪
〞
字

里
·
第
八
層2129

〇
狼
（
琅
）
邪
―

地
名
用
字　

　

馬
壹92_293
〇
爲
存

邪
是
計
一
得　

馬
壹77_81

〇
大
邦
邪

銀
壹898

〇
爲
禁
邪
除
害
―
借
用

作
〝
邪
害
〞
字　

銀
貳1017

〇
處
邪

是
是
而
弗
能
居
北
貳
·
老
子
83
〇
無

爭
邪　

廿
世
紀
璽
印
三-GP

〇
琅
邪
左

鹽

廿
世
紀
璽
印
三-GP

〇
瑯
邪
邑

丞　

漢
晉
南
北
朝
印
風
〇
琅
邪
尉
丞

歷
代
印
匋
封
泥
〇
琅
邪
左
鹽   

漢
晉

南
北
朝
印
風
〇
琅
邪
相
印
章

漢
印

文
字
徵
〇
琅
邪
相
印
章

漢
印
文
字

徵
〇
趙
良
邪
―
人
名
專
用
字
亦
有
取
于

地
名
者

漢
代
官
印
選
〇
琅
邪
太
守

章
―
地
名
專
用
章  

歷
代
印
匋
封
泥
〇

琅
邪
邑
丞  

廿
世
紀
璽
印
四
〇
琅
邪

典
書
令
印　

新
莽
·
蘇
馬
灣
刻
石
〇
琅

邪
郡　

　

東
漢
·
劉
君
石
柱
殘
石
〇
琅
邪
相
劉   

北
魏
·
王
誦
誌
〇
徐
州
琅
邪
臨

沂
人
―
地
名
專
用
字

  

東
魏
·
廣
陽
元
湛
誌
〇
母
琅
邪
王
氏

日
本
学
者
の
〝
九
州
〞
と
〝
近
畿
〞
位
置
の
地
理
距
離
標
識
：

   

 

 

 

２
０
１
９
年
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邪
馬
臺
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か
、
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邪
馬
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〞
か
？

一
二
四

注（
1
）
こ
れ
は
日
本
大
阪
教
育
大
学
張
莉
教
授
と
出
野
正
先
生
と
の
共
著
《
倭
人
と
は
な

に
か
》
13
頁
の
観
点
。
目
下
、こ
れ
は
客
観
的
に
み
て
事
実
に
合
致
し
て
い
る
よ
う
だ
。

（
2
）《
倭
人
と
は
な
に
か
》131

頁

（
3
）《
倭
人
と
は
な
に
か
》131

頁
。

（
4
）《
倭
人
と
は
な
に
か
》132

頁
。

（
5
）
古
代
史
部
文
献
学
小
学
の
研
究
者
は
往
々
に
し
て
、
古
音
の
音
転
に
よ
っ
て
解
釈

し
て
い
る
。
清
代
王
先
謙
集
解
《
後
漢
書
·
倭
人
伝
》
は
〝
臺
〞
字
を
用
い
、注
は
〝
或

作
堆
，
堆
、
臺
音
転
。〞
と
し
て
い
る
。《
後
漢
書
》
は
〝
臺
〞
に
作
り
、
も
し
か
す
る

と
次
の
よ
う
な
記
載
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。〝
桓
、
霊
間
，
倭
国
大
乱
，
更

相
攻
伐
，
暦
年
無
主
。
有
一
女
子
名
曰
卑
弥
呼
（
音
訳
），
年
長
不
嫁
，
事
鬼
神
道
，

能
以
妖
惑
衆
，
於
是
共
立
為
王
。
侍
婢
千
人
，
少
有
見
者
，
唯
有
男
子
一
人
給
飲
食
，

伝
辞
語
。
居
処
宮
楼
観
城
栅
，
皆
持
兵
守
衛
。
法
俗
厳
峻
。〞

（
6
）
邪
馬
臺
は
、〝
山
上
亭
台
の
国
〞
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た

解
釈
は
、
や
は
り
《
後
漢
書
・
倭
人
伝
》
の
「
女
王
居
処
有
亭
台
欄
柵
」
と
い
う
文
章

か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
問
題
は
、
前
述
の
よ
う
に
、《
後
漢
書
》（
南
朝
宋
代
范
曄

撰
）
の
成
立
年
代
が
《
三
国
志
》
の
時
代
に
近
く
、
か
つ
《
三
国
志
》
の
成
立
よ
り
も

遅
い
こ
と
に
あ
る
（
晋
代
陈
寿
撰
）。

（
7
）
日
本
古
史
学
家
古
田
武
彦
先
生
が
代
表
で
あ
る
。

（
8
）〝
歴
〞
字
の
解
釈
に
は
誤
り
が
あ
る
。《
倭
人
と
は
な
に
か
》151－

152

頁
を
見
よ
。

（
9
）
狗
奴
国
は
、
日
韓
中
各
地
の
擬
音
でgoli

で
あ
る
。
東
晋
に
《
高
句
麗
好
太
王
碑
》

が
あ
る
。
後
世
文
献
の
記
録
で
は
唐
代
李
白
《

陽
瀨
水
貞
義
女
碑
銘
》：〝
子
胥
始
東

奔
勾
呉
，月
涉
星
遁
，或
七
日
不
火
，傷
弓
于
飛
。〞
明
代
楊
慎
《
昇
庵
集
·
昇
庵
経
説
》：

〝
越
曰
於
越
，
呉
曰
勾
呉
，

曰

婁
，
本
一
字
而
為
二
字
，
古
声
双
畳
也
。〞

（
10
）
韩
国
南
海
尚
周
里
岩
石
刻
画
（
良
阿
里
刻
石
、
現
地
の
伝
説
で
は
徐
福
一
行
が
南

海
を
経
て
日
本
に
行
っ
た
と
き
の
刻
画
）、
篆
書
の
意
味
は
完
璧
で
、
筆
跡
は
渾
樸
で

あ
る
。
中
国
の
現
代
文
字
学
家
で
も
最
も
〝
上
手
〞
で
あ
る
芸
術
家
青
島
大
学
朱
葆
華

教
授
は
漢
字
篆
書
に
違
い
な
い
と
し
た
。
清
代
金
石
学
家
は
更
に
、
秦
代
大
篆
に
つ
ら

な
り
，
李
斯
時
代
の
小
篆
で
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
篆
書
に
は
そ
れ
以
外
の
族
徽

や
航
海
交
通
路
、
地
理
等
の
成
分
も
混
ざ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
詳
細
な
考
証
は
、

な
は
り
現
地
の
史
料
や
言
語
材
料
が
待
た
れ
る
。

（
11
）《
教
授
新
聞
》（http://w

w
w
.kyosu.net

）
を
見
よ
。

（
12
）
旧
釈
は

  

を
逶
迤
の
字
と
し
、《
集
韵
·
支
部
》
に
〝
蛇

迤
：
委
蛇
，
委
曲
自

得
皃
。
或
作

迤
。〞、《
戈
部
》
に
〝

迤
：
逶

，
行
皃
。
或
作
迤
。
通
作
佗
他
。〞

と
あ
る
。
字
形
は
臧
克
和
等
主
編
《
秦
漢
六
朝
字
譜
·
辵
部
》
歴
代
印
陶
封
泥
、
華
東

師
範
大
学
出
版
社2019

年
上
海
版
を
見
よ
。
出
土
文
献
の
用
字
・
出
典
は
簡
称
を
用

い
た
。

（
13
）《
説
文
解
字
·
巿
部
》
は
、
出
土
の
金
文
・
楚
簡
文
字
に
よ
り
、
巿
字
の
古
文
写
法

を
挙
げ
て
い
る
。：

  
  

　

。
石
刻
篆
書
が
青
銅
器
銘
文
の
写
法
に
似
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
臧
克
和
等
編
著
，
上
海
古
籍
出
版
社2012

年
。

（
14
）
馬
壹183_126

上

、
馬
壹146_41/215

上

   

、
馬
貳206_37

北
大
漢
簡
：

《
秦
漢
六
朝
字
譜
》
第
二
巻
、第291

頁
。
出
土
文
献
の
用
字
・
出
典
は
簡
称
を
用
い
た
。

（
15
）《
説
文
解
字
·
口
部
》：
冬
（　

　
　

金
文

  
  

簡
帛　

　
　
　

  　
　
　
　

古
璽

   

古
陶　

　

  

　
　
　
　

石
刻
）
相

也
。
从
口
禾
聲
。
戶
戈
切
。

（
16
）
十
紀
、八
十
列
伝
を
書
い
た
。
計
画
さ
れ
て
い
た
十
志
は
、未
完
。
今
本
《
後
漢
書
》

中
の
八
志
三
十
巻
、
南
朝
梁
劉
昭
が
司
馬
彪
の
《
続
漢
書
》
か
ら
抽
出
し
て
補
筆
し
た

も
の
で
あ
る
。
司
馬
彪
も
ま
た
呉
語
地
域
の
人
で
は
な
い
。
司
馬
彪
（
?
―306

年
）、

字
は
紹
统
、
河
内
温
県
（
今
の
河
南
温
県
）
の
人
で
、
晋
宣
帝
司
馬
懿
六
弟
中
郎
司
馬

進
の
孫
、
高
陽
王
司
馬
睦
の
長
子
で
、
西
晋
宗
室
、
史
学
家
で
、《
続
漢
書
》
を
著
し
た
。

（
17
）
職
方
、《
周
礼
》
夏
官
所
属
有
職
方
氏
，
于
是
後
世
代
指
版
図
。
帯
方
者
，
取
其
地

理
上
一
衣
带
水
，
所
轄
必
有
数
郡
乃
至
多
方
。

（
18
）
臧
克
和
等
編
撰
《
秦
韓
六
朝
字
譜
·
邑
部
》〝
邪
〞
字
条
。
華
東
師
範
大
学
出
版
社

2019

年
。
中
国
古
籍
に
記
載
の
〝
東
夷
〞
は
、
夷
字
は
从
弓
从
大
の
構
造
で
、
大
は

す
な
わ
ち
君
子
で
あ
る
。
唐
代
碑
刻
顔
真
卿
《
千
福
寺
多
宝
塔
感
応
碑
文
》
で
書
写
し

た
顔
真
卿
の
身
分
に
関
し
て
〝
琅
琊
〞
と
刻
し
、参
考
文
献
の
図
版
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）《
説
文
解
字
·
邑
部
》：
愷
（

  

古
璽

  
        

古
幣

  

漢
印

  
  

石
刻
）
琅
邪
郡
。
从
邑
牙
声
。
後
の
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
五
代
の
実
物
文
字
使

用
年
代
図
表
を
参
照
せ
よ
。

（
中
国
・
華
東
師
範
大
学
終
身
教
授
、
世
界
漢
字
学
会
会
長
）

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


